
間11後期高齢者終末期相級支檀矧こついての意見   

【丁バ  病㌔t′J治穣とLi」じと考えてLろLいのでは′言い「さしょうか？   

177  後期高齢者の廃合り、支援料はとる必要托ないと聞います。無料でいいです。   

医帥等グ）匪頼経♯着か、終t期診療カ針等に′）いて患者本人や家族等に説明し、とり壬とめの  
17わ  

文吉を増す♂汀1あたり酎け∴二と．診療報酬ltlこ必曹と．幣う。   

179  ややこしくてさ一jぱりわか〔ノ仁い，   

老後に関してl′t、様々なイこ安がつきまとうものであり∴長け）ある相談が必要である。それに対  

180     し／て麿糠機関が允分に対一己こできるょうにするためにil、必要な制度だと思う。ただ料金を具体  

的にホせると良い   
1日1  わからない 

匪サ的根拠に農一丸、ているから、l何でも充分だと思うハ常々家族と話し合っていれば患者さん  

1R2     も納得のとだと．思う．，延命治療のみのやり方は良くないと思う。人間である以上、植物人間に  

はなりたくないと思います． 

相談料として特別に支払われることは好ましくないっ こういったこと全て含めて終末期医療と  
183      すべきだと屠．う 相談支援はすべきだが、それに料金がかかってくるのは反対。なぜ特別にこ  

ういう項目を設けるのかわか〔，ない。   

1銅  75才以Lでなくても良いと．扱う。   

1肖5  当然支払われるペきぐ．   

後期高齢者終末期相談が実施されること自体は良いことだとおもいますが、現在でb高齢者医  

】R6     標の負料士人きくなるはかりです．ノ ここで新たに支援料という名目で医楕費が使われることに  

け反対てす。そ鹿央の医標行為吼ト環として相談は実施されるべきだと思います。   

運に支援料を決定することにい」て高齢者の牛活を圧迫することにならないか心配です。何と  
1R7  

か70歳以仁からお金を取っていこうとしているように思えてならないのですが・・・む   

相談し、丈卓化されて遊顎として提供をうければ、料金が発生するのは理解できないことはな  

188     いが、料金が登勺二することによって和談したくてヰ▲できなくなる人が川てくるのでは？そうい  

う人たちほど、柵談が必要な人たらだと思います∪   

終末期げ〕治療ソナ法、延命についての唐思を患者の昔流があるうちに確認してJ；くことは大切で  

す。一カ、後‖“言った？言わなか／－た‘7’’ということで裁判になる事例もあるでしょう。そ  

1Rり        J）点からみると、医師側にも丈蕗化しておく必要性があるのではないかと思います。二のこと  

を考えろと（文系化）柵親友援料として、患者側（保険）に ん的な負押となくことに若†二の  

疑問があります．－   

対席齢者に“絶好’などと匹二別することが気に食わない。人間の終末ほ虻備に関係なくやって  

1t粕     くる。その時の終来期ケアがきちんとできる侠療従事者の育成と、体制準備をして欲しい、，ま  

た、それに対する対価Fiゝ1然あ／〕て良いと思う。   

191  少ない隼金ノト活着だから‖   

話し合った内容など確認L／亡がらIl常′i二．活への支障など考えるので、文書などほ希望します。  

192     診蝶軸酬改定とか言われてヰ，保険料を支払／Jているので、たとえ・部負担でも払いたくないで  

すり 医機機関になぜ？相談料せ支払わせるのか。   

間】1後期ホ齢舌終末期相談支檀斜についての意見   

㌫＝‘トで捨石）見込み〝）ない柄を憩い、カ、ノ）延命するこぃし、し1瀬増‘ん法が／fい首‖沌1厳でタ 

ほ！】   

場合、患者の唐猟tないとLて、▼の話し合し、ナぐしノ丈が十＝れ笑．hりか一）   

＝10  全ての人に無料竹澤＝ しいと甘†う   
∴い  

腐齢首＝洩ということけ、その家族用服－！、別居、い′）いノ1〉／ご彬・ハ豪族があるか．と－び〉♭－たり  

までを家族という〝）れ それに上って相続、町席など〃昭博汁牒井し小わ左い‘Eた、←三れゾ）  
＝‖  

唐人り、をヰ▲／－て「忠行・家族」〔r）「くくIJ」をするJlか㌧ 孝．t欄′ライ㌧く卜くご間断を公的仁王糠を′  

使うのほ無理があると思う 
1ト／  前牒Iきで良いと。苧】し、ます］   

1l）3  相談料は診療凱こは含まれないと．l！，、うかF」   

1机  医師や有機的が允i）な治療をしてくれたことに対するヰ，げ）だか－■ノ、支払う刷上、1然だ上ト．l   

165  柄人げ）ノ気枯らと医師などがト分諦L合えればと援料をrごして卓，良いと明いまj   

医師と患者との倍傾関係が、金」の関係になるような気がし宣す終末軌ユ ′運命」と割り  

川6      切／）て全て医師への信頼にゆだねて終わりたい、相狭ヰ，Ji企で／亡く、イ書棚によりなさ才lる阜，の  

であ′Jて欲しい】   

人′Iミ長年′トきていれば、どのようにな／〉て子fくのか先≠及び偽名及び′麦族tJ）かっていちごと  

だし、滋彦をも′Jてお互いが話し合いなし丈蕗等にまとめて脛供することほ．希望者にl：艮り作  

冊しノて頂いて、支援料の件卓）言患首やその家族にいう必軌土あると黒いますり 文書Trり、なく  

ても請求される可能作ありl，   

覗い病気など、治る見込みがない状況とな′Jた患者とか、叶齢に差別つけることなく、医者が  

16汚  患者の相談にのることほ、それが化謳「7あ′Jてあたり前げ〕二とだ1ぺ県、ます 

隼齢で【く別するの1iJjかしいと一思う「7＝歳以卜一の方て屯）、クーニナノLLr）んもいろ．74歳】lケ  

16り  

月だ／）た場合、′L年イ＝1で【ヰ別するのトtゴjかしいと鯉∵ト 隼齢で区別するのではなく、hくま  

でt）Fl分の音別であると。呪う）自i）の殿期は‖分で決めたし、とノ1エうと且う（認知症で／了し、場合  

ii。認知，．盲の鰯合【iftノノないが・j   

治る見込みがない病気になっていて、ただでさえ金がカ・かるしりに、／こんでまた相鉄や丈きで命  
Ⅰ7（）  

を取ろり〕かがわか∴Jない 

医師や有言雪肌が説明や相談をすることトL、里然なことたL、治碩骨や検査費など支払うぴ〉仁かl‾〕  

」7】     支援料を支払うことはijかしいと思います。いろいろな血ごホーム齢占のん■々の負押が多‘∴ 何の  

ために政治家がし、るのでし⊥うか′．先ソ）ことを考えると′寒気かし去ノj   

後期高齢者の方だけでなく、終末期相談支援料を必要と1‾るんii＼勢いると朋うので、‡殻定す  

治る見込みのない病気トir豆1齢箇だけと【土決Lて限・モノ（こし、ぴ）P、年齢制限キ十る時．了∴でJ；ノち、い、  

17′l  後期高齢者終来期柵談支援料J）ヰ人㍑良いことだと。？†∴＝ト、i＝粁車：）〉沃∠・要ないとノIJt、いt寸   L72     るのiiおかしし、〝）でけ  173     と思し、ますしか章，患者が亡くなるよでに良人なJ、；企を必要とする′）；土有言隻するほう／こノ）に、   相成料と称して阻隠矧聞こお金がた払われるげ）‡l′レ，’J考え⊂ヰ、∫二かしし、で十      175  隼齢ほ閑係しない方が良いと．＼モク、ノ⊥   

間11後期高齢者終末期相談支援料についての意見   

現在重視されている問診等も医療行為の一都であると．取うととt）に、医療相談にあたると思う  
2】5  

ので相談料として別当算定するのは納得できない。   

216  よ〈わからない   

医師等の負担を考慮すれば、ある程度の費用を負担するのはやむを得ないと思うが、料金の妥  
217  

当性（点すぎる）が問頗と凧う。   

終末期の対応としてほ考えなくてはならないことだが、本人に医師が確認できない場合、結局  

周りの人の意見でその人の死に方が決まってしまうと思うハ 特に文書にまでしてしまうと。た  
2！8  

だ、医療ミスだとかで裁判にされるリスクも多い医療関係者を守る意味でも必要かと思う。た  

だ点数や年齢など見直す点ヰ）多いと．思う。   

21g  75歳と限定することに緑間があるが、すべてに適用するかとしても難しい間貸である。   

220  良いことだと思う。   

終末期相談支援料の熱加、いことだと一視いますが、年令で終末と考えるのは好ましくないと思  
221  

います。人間である以1二終末はあるので、その時々で良いと思う。   

222  75歳以しこという隼齢制服の唐味がわからない。個人によって状況は実に様々であると思う。   

トク）な説寧日相談Il本腐医師のやるペき仕事の範囲だと思います。文書にする必要はないと考  

323  
えますハ r・昇を使えるのであれ‡f医師や医療従事者に必要な「教育」を行って、どこの病院に  

かかって寸）定の説明相談が行える体制作りをLていただきたい。様々な治療法の院がもっと  

連携して患者にあたる∴とヰ，必要と思．いますし   

22t  医橋保険からは相談料など払わずに、もっと医療費を安くした方がいいと果う。   

医師と患者と家族が終末期について話し合い、それを文書にすることはとてt）いいことだと思  

225     います。ただそれは後期高齢者だけでになく若年者にも当てはまる人がいると思います∪ 本人  

が希望する治蝶 ぐ痛みの緩和など）を希望する病院で診てもらえるといいと思います。   

226  終末期印政文横付がなぜ後期高齢者にのみ設けられたのか納得いかない。   

227  別にいいと思うu   

私の兄姉は75歳以Lです。医碩相談料はいらないと思います。精■放でもお金がかかりますり  

228     家族みん／亡泣いていま十‖ 私は圭だ5年あります。その後75才になりますっ相談料ほなくして  

ください。   

229  高齢者だりでなく、すべての終末期の患者さんに適用すべきでほないでしょうか。   

230  重い病気で治る見込みがない、すべての人間に対して平等に接して欲しい。   

200点がどのくらいの金額になるのかわかりませんが、できるだけ負担を軽くしていただきたい  
2：il  

です（   

2：！2   

その時に部負ホ！ができるかどうか不安です．医師や看護師、その他の医礫従事者に対して公  

的医棟保険から支払われることに関しては、当たり前のことだと思います。   

2：lニ！   

年令に関係なく人とLてヰ厳を一、㌣って欲しいっ 何でも枠組みを作ることに納得できない（支援  

料も）。   

2ニ！4  治療にあた／）てけ当然の事柄であると′碍ユう‥，   

035  応托詳細できる制席だと．リ」、う∪  

問11後期ホ齢春終末期相談支援料についての意見   

業務的に適当に行われては断るが、Il一徹を制限し 通りの文畜を作成することは医療－ノい環と  

193      して行う／くきだ〔ただいろいろな人間がいる爪P「何度わ工てく）良い」とすると支援侶が用て  

モ，患者に主／〉ては担〕J与する医師が適ってし圭うケースヰ，あるかと煙∴   

194  まだまだ身折に感じられない 

・蚤い病気、治る見込みがない状況となった場合、隼令で鰍jきするげ）㍑なぜなのか理昭でき  

ない√ノ 命の蚤さは若年でt，高齢でも変わり目沃い。隼令で鰍プきすることにより‘▲切捨て’’の  

195         感が吾め木い。・け～74歳までの診療では掩腐沃針の課牒・相談を行′Jて墾，「」／）てt，柵鮫料は謂  

求していない叫こ、後期高齢者保険になるとコスト謂果するのけ紺購いかなし、。‘‘ぞ人いじ打’  

で【tないかい ほとんどの老人は隼金生餌であると思うJ）で経済負押は大きくすへきでけこい   

1輔  支援料の額が間麒なのだと問う   

1｝丁  化方ないと思う‘，財源を考えると何でも無料というわりにIiいかないか〔J，   

家族の病状によっては医師や看講師に世話になりたい√）P、和淡料など支払一）て蜃、良いと一せブう  

198     父郎才、丹67才で亡くしているのでいろい7）脱l刑を聞いたんがH分が安心できる上∴）ノこ気が  

する。   

199  離しい質閑です：，その時になってみないと尉本的な気桔ナノ1iわかyjかわると．賢います－．   

200  75歳以1二といナ軒齢区分でけなく、iIミ齢制限け（例えば60歳以1とか決めないちが良いかなr）   

201  良い制度だと一瞥うシ 年欄制限をしなくても良いと。甲，う   

20Z  病院に入院Lていればそれだりでいいと思います、．   

203   

終末期は医棟機関はとtJかく、本人と家族にけ神聖な時期と盟われる支援料け本人〃）二れま  

での介護保険料、本人負捏料の総？央舞と考えるぺき、t昔汀招．与構だr   

これからますます胤齢首が多くなり、若い人ノ）保険料負担が人きくなり人変に了亡ると。1」†う  
2〔り  

のょうな相談は必要なんだけど、それがJJ命が払われなし、とできないとけ悲しいことです 

205  金額にもよると思うのですが、あまりにヰJ烏龍な場合1tどうかと珊、う 

20（】  相談内容を書面にLただけで、診療費がかかる根拠がモ・′〉たくわかちたい   

207  ⊥くわかりませ人   

208  患者の十分な理解が／王くて¢Jfl†飲料を支払うのはおかしいと月！う   

209  定年作0歳）まで引き卜げるべきだと思う   

2＝）  7J】1Fj上り凍結とな′〕ていますが廃棄と一トぺきでト   

医者や音譜師の義席として教えたり相談にのる〟）l－i当たり前と一i．qう、金を取ろのほ才；かLい  

∵11     丈蘇ヤ柵談をして相手他者や家族ほ納得しなか′Jた〔）…医者に⊥∴てレベ′レや知識ヰノ違うと  

思うので金を取るのはヘン、おかしい、嫌だ、当然   

患者側は．土りいな出費は選りたい聴うが、医稼吠、ト喝では柵淡料を受け取る∴とで唐音や家族  
212  

に時間を設けることができると．配う   

末期を向かえている人達を相鉄料が支払われる∴とて、特別な対根こ、Lろ診嫁となれげ夏族卓，  

∴l十  

とになるこうな気がし上す  
2いl  



間11後期1齢書終末期相性支檀矧こついての憲鼻   

患者と医師が相談し合うことは大切なので支援料は必要である。しかも何回も話し合えること  
252  

が良い。   

253  相談を十分にしたいので支援料を支払っても良いと思う。   

254   
医者に相談すると、すべてが書用として支払わなければいけないような状態になりつつあると  

思う。   

255   
話し合いを行い、その内容を文事甥にまとめて提供することを診療報酬として別に扱うのはお  

かしい。   

75才以上とは…どうなんでしょう．年齢で区切るのは？病気になって‥・年収の少ない人とか  

256  のことし考えていただきたい。   

257  あまり良い制度とは患わない。   

75才になれば自分で判断がつかなくなるし、見てくれる子どもに角應がかかるなら話し合いな  
258  

んていらないと思います。   

相談支援料の内容についてはよくわかりませんが、現在凍結されているとのことですが解除さ  
259  

れた方が良いのではないでしエうか。なぜ凍結されているのですか？   

260  支援料は無料とすべきと患います。高齢者にとって暖かい心遣いと思います。   

261   
75才以上（終末期）のお年寄りに対してでも、延命等の説明するのは医者としても義務だと思  

いますがどうでしょうか？   

262  むずかしいですね。   

文面のみの解釈ならばいいと思うが、支援料だけを見ると側面的な、すべての病院が同じレベ  
263  

ルでやるかは不明瞭な感じがする。お金が絡むと良くない気がナる。   

264  年齢区分は必穿ないと思う。相談をする人の年齢は75才以上とは限らない。   

265   
料金がかかることに書きましたが、どのくらいの料金を負担することになるのか具体的な金額  

がわからないので何とも‥・。高額でなければいいなと希望します。   

266   
同制度について知織がなかったので、現段階ではっきりとは答えにくいのですが、廃止できる  

のが望ましいと思います。   

267   
終末期相鉄支援は医療行為の中に含まれるもので、相談のみで支援料を支払うのはどうかと思  

います。   

後期高齢者の終末期の話し合いはとても必要なことだと思います‘本人の意思を尊慮すること  
268  

がとても大切だと思います。そこに料金を請求するのは間礫があると思います。   

病状の変化や過ごし方にまで相妓料を払うというのは納得いかない。治療書の一環としてとら  
269  

えて欲しい。   

患者一人につき一回限りであれば良いとは思うが、丁5才以上を対象にするということについて  
270  

は疑問が残るが‥・。   

話し合いがⅠ回＝時間柁度で終rするものか？複数回11を変えて数時間かけて作成されること  

もあると思う。ケースにより違うと思うので適正な料金はどのょうに算出されるのかわからな  
271  

い。すでに広報されているのでしょうが、私事と実感がなかったので覚えていませんけデリケ  

ートな事柄にかかる料金なので丁寧な対応・説明を行って欲しい†Jのです。   

間11後期ホ00書♯末期相談支檀料についての意見   

236  無料で良いと思います。   

237   

話し合いを文書に残すことはとても良いことだと思う。その場合、後期高齢者終末相続支援料  

も良いが、自己負担（患者負担）も増やすべきだと思う。   

年齢でくくるのは良くないと思う（例えば74才ですと上記対象にはならないということです  

238  

し）。重い病気、治る見込みのない状況は0才でも起こることだと思いますし、今卓）0才の子  

がそういう重い病気で苦しい患いをしている親もいると思うので、年齢でくくらず0才～対象  

にしたほうが良いと患います。   

239   

終末期相働は大変重要な医療行為であるために、年齢を問わずに丁寧に行って欲しいp 相談料  

の支払いは必要だと思う。   

240  やはり年齢区分は必要ないと思う。   

治る見込みがない患者さんの不安は年齢には関係ないと思いますが、すべての患者というのは  

不可能と思いますので、高齢者といわれる65歳位の人からにすればある程度納得もいくかと恩  

われます。患った時は本当に人様のアドバイス、いたわりが最良の藁ともなり感謝の気持ちと  
241  

気力が沸いてくるものと思います。それは病を経験した人にしかわからないことでもあるので  

＃しい間贈だと思います。相談料を支払うことにより、より良い充実したものにして欲しいと  

思います。   

242  本人及び家族が♯成される場合、支援の必要ありと思います。   

おかしいと患う。特に75才以上の高齢の人から。なぜという思いしかない。医者はどこまでも  

243     名目をつけてお金をむしり取りたいのかと思う。残される家族からも取るペきでない。仕事の  

一一環として相絞料なんて取るべきではないと思う。ひどすぎる。   

いろいろな人の死に出会ってきましたが、このような制度ができたことを初めて知りました。  

244  

今まではすペて口頭だったように思いますが、お医者様に負担をかける以上★用はかかっても  

仕方ないと思います。ただその説明があまりに理解できにくい専門的なことであればやっかい  

で面倒なことだなあ－と思いました。   

245   

若く働ける時代に中小企業だったため給料が少なく、それにより苦労を重ね、少しの不動産収  

入により診療費が王制になり、後期高齢者医療書も高く大変困っております。   

4月に夫を亡くした着として、私自身、終末期はこうして欲しいという希望は元気な時に身内の  

246     者に伝えておいて、いざその時には知らない方が幸せなのではないか？と思えるようになりま  

した。ですから文書等にする必要はないのではないかと思います。   

支援料支払はすペきだと思う。患者のことを一番知っていらっしやる医師、看護師にきちんと  

本アンケートでこの制度があることを初めて知りました。まさに画期的なすばらしい制度であ  

ると思う。それが現在凍結措置が講じられている由、なぜですか。ぜひ実現を強く望みます。   

249  診断書としての内容のものであるから、料金の支払はすべきと考えますり   

本人または家族が相談を求めるのであれは、相談料を支払うことに間麒ないと思う。ただし金  

額はできるだけ安い方がいい。   

251  終末期の相組ま当然のことであり頼義料は納得いかない。   247     相赦させていただき、自分の考え（願い）も話して納得して終わりたいため。  248           250  
間1t 後期高18書終末期柏緋支攫料についての正員   

健康な方は結構だが、病気になられている方を思えば本当にお気の毒です。早く良くなられて  
29‘l  

人生と楽しんでいただきたいと祈るばかりです。   

29S   
年齢区分75才以上が対象者とか限定されない方が！75歳以下はどうなるのか？絆しくわからな  

い？   

自己負担額がどの程度のものになるのか等、軋こなることもありますが、終末期相談は必要な  

296     ものと考えています。支援料が支払われることにより、適正な終末相鋲を受けることができる  

のであれば必窄なのかなとも思います。ただ高額の負担は避けて欲しいです。   

297   
年齢を限定するのは好ましくない。一人1回というのも手抜きを誘うことになる凸主旨そのもの  

は良い。   

現在75歳末浦の人が同じケースの場合は、料金など支払うことがあるのかということと、200  

298  点の報酬料が具体的にいくらなのかがわからないので判‡折に困る。ただ後期高齢者医療保険の  

導入で「生活費がまた減って困った」と言う人が多いのにまた高】締着の負担が増すのはどうか  
と思う。   

年を取ってからの方が何かと医療費もかかるが、75才以上で区切ってしまうのはいかがなもの  

299     かと思いますt日本を支えてきて下さった方々が多いと思い立すので、何かと余計な費用を払  

わせないように国で何とかして欲しいと思います。   

治る見込みのない状況というのは年齢に関係なく、椎にでも起こりうることだと患うので年齢  

300  
設定をもうけるのはおかしいと思う。また診療報酬だけを考え医師が内容重視ではなく、形式  

的に（形だけの）話し合いを行う可能†生も否定できなくもないので、まず患者とその家族の希  

望を坂祝して実施すべきであると思う。   

301  労働の対価、文書に対する★任を明確にするために支払うべきである。   

302  年齢区分は必要ないと思う。   

医師が病状に関し、相扱や祝明をするということは当たり前のことで、患者に対し信頼を持た  

303     せることも仕事だと思う。まして75才以上となれば収入的にも少ない力も少なからず、そうい  

う方々からの支援料負担ほ偏祉的な意味で反してると思う。   

患者の家族及び本人に対して適切な相談をするのは当たり前のことであり、それ以上に経済的  
304  

負荷を本人と家族に強いるのは好ましくない。   

305  7S才以上を封殺とするのはどうでし上う。   

30（）   

重い病気で治らないなら、自分の意志を書面にて提供されるための支援ならいいと思います。  

延命の意志もはっきり記入したいです。   

307  ちょっとわかりづらいと思う。   

この事顎を見て初めてこのような制度があったことを知りました‘高齢者に限らず自分が重い  
病気にかかった時には、医師や医療従事者にたくさんの相鼓をしたい、受けてもらいたいとい  

308  
うことは当然のことだと思いますし、そこに費用がかかってしまうということに疑問を感じま  

す。   

309   
合理的である。ただし「200点」の重み（妥当性）については不軌政活況題ではなく官僚によ  

る合理的な制度づくり（運用）を希望する。  

間11後期幕♯書終末期相験支檀料についての1見   

本人の意思が反映された医療を望みます。夫の時はすべてが妻である私が決めることになり家  
272  

族とも話し合いましたが、本人に聞くことはできませんでした。   

273   
閤牌点があるかもしれないけど、最後は専門の方にいろいろ数えていただきたいので、お互い  

に良い気持で迎えられるのであれば料金が発生するのもやむを得ないと思う。   

274  十分な相紋にのってくれるか不安です。200点は高額とは思いませんが。   

この支援料が斬殺されたこと自体を知りませんでした。我々の世代が年金受給される頃、さら  

275     にこの支援料の対鏡となる頃、年金での生活では不安を感じているので少しでも支援料が出る  

ことに期待します。   

276  相談料はムダ。何でもお金にするな。   

277   おかしい‥・。なんで75歳なのか。終末期患者やその家族は何歳であってもたくさんの悩みを  

抱えているのだから75歳の線引きは大反対。全終末期息着を対象とするならば良い。   

278   私の不勉強で今まで知りませんでした。が、相談支援料は1回のみ支払い、その後の話し合い  

は何度でも行えるというのなら、より一層妥当な案ではないでし上うか。   

279  相談支援料が発生することに対して矧軋   

280  よく理解できません   

281   年齢制限の必要はない。成人していれば自分の意志と★任を持って終末期のあり方を病院に伝  

え相鋲していい。   

282  全面的にサ成です。   

283  75才以上でなくても死期はやってくるので、年齢で区別するのは好ましくない。   

284   
十分な話し合い等して納得できたなら、していただいたことに対して相談料を支払うことにな  

るのは当然だと思う。ただし十分な話し合いが行われ納得ができたらということが最低条件。   

285   本人・家族・医師等の間で病状の変化、過ごし方がお互いに納得できるようなものであれば相  

紋支援料に支払は納得できる。   

28f〉  過度的にはこれでも仕方ないが、将来的には年齢区分をなくしていって欲しい。   

287   人生の終末期に医師と病状とか生活支線の話し合いが十分にできるのなら、支援料を払ってL  

良いと思う。   

288  相談支援料がどのくらいの♯用になるのかわかりませんが、その料金にもよります。   

289  支払は適切と思う。   

290   
収入も限られた高齢者の多い中で、終末期を知らされた患者にもっとやさしい国であって欲し  

い。無料にすべきと思います。   

291   
本当は支援料はなしの方がいいと思うが、なんでも金がいるので仕方ないがお金で書かせるの  

はいかがかな？国が支払うペきです8   

292  75才以上ではなく、定年を迎えた60才以上の方がいい。   

「治る見込みがない」と悲観的になっている時に、相談できるのは少しでt，心の救いになるの  

293  
で良いことだと思います。凍結せす進めていくべきでは？医師不尽といわれる中で、親身に相  

枚にのってもらえるかは疑問です山 専門のカウンセラーのような人がいればいいのでは？そう  

いう人の養成支援料も必要だと思います．   

、 丁 ［  



附＝1後期書出書終末期相談支檀斜についての意見   

310  相談等は医者として当然のことなⅤ）P、高額な支援料でなけオ1．ばいいと．机、ます。   

311  良い制度であるが、そんなに高く設定する必要はないr   

312   相談料の射い土良いと思うが、後期高齢者のみが対経という〃Jはおかしい 年齢制1ミ艮ltなくす  

ペき→タメなら誰にヰ）払わない方が良い 
：l13  あより死に際にパケパタしたくないのでたぷん相談しノない 

314  増人されることにより格差が生まれぬよう、注意しノていかわば小、ノごいと黒いづ1   

I■1分円身がその正風こなった嘲合、医療機関け相談料収入をビシネスと考えて、焦り巨＝訝∴J  

は別の方「句に動かされることt）あろからしれない   

治る見込みのない病気が患者の意志を奪ってしまうヰJJ）（例えば痴呆症）の場合に、トとんとに  

封川     患者と隣刺距事者が話し合いを行ったかどうかを【瑚」することが難しいL捏うが、相蝕を鐘声  

を支払うのは基本的には賛成。   

317  ケ川スによ′ノて適うと思うので、すべてにというのl1どうかと聴いjす   

318  医師・病院がお金が欲しいから料金を取る。医牒費が増えて用尺保険一十史j卜がり、「引（‘王困る 

319  まだよくわからないので今け何とヰ）言えませんい   

320   し、まいら後期高齢者終末期相絞支ぜ料の意味がわからないご 年寓りだけがこの制度を他う叫エ  
おかしい／亡あ～と思う。   

321  内容が主だ理解できてないので、何を揮いて良いのか迷′）ています   

高齢者の終末期を利用した、医師・医僚機閏への優瀾処置としか′l声！えま1j二ん‖ 浦＃吉摘蘭が誘〔  

322  

られて当然ですL，般的なサラリーマンの退職後の生活と医続開係者のt活を軋ればい小に医  

横間保者の所得が高額かわかります‥・なのにまだ‥・〔医師を志した人が人を助ける∴ヒiまツヨ  

たり前のことです〔   

3Z：l   治煉の繹過やその後のことの話し什い（主医療の一部であるが、そのことと底面にLたからとし  

てら相談支援料を支払うのはいかがなし牲れ   
324  診療の部で特に柵穀粒として新設される厨味が理角革できない   

325   双方が今後の方針について話し合いを持つという農本は良いと思うが、J文面女捷村l川′」こl凧  

的に行うようにならないか心配な面長憾じる   
現在では医H仁術という考えは適用しなくなり、後期高齢者卓，増えて村に1ノにくく′よろと思う  

ないかと一腎われるか▲1 

～台る見込みのない病気になるのは高齢者にp艮′JたことPけ／亡し、据二、年・齢（制僅）・で［1！誹ろノ）  

lまおかしい 終末期医蝶がまだそれほど設備ヰ，熱／－てい7こし、〃〕に病院をたら丹 一にさノしたレ．  
∴∵  

家族か重しイ封里をイ‖hなりれげなら左い射たろ‘変えずに、煎■齢のヰ－に宍瞭そ了盈鹿、写せて上‾ト′ど  

腺㈱ろ′什／ノてしま二〃冒彗1い）あり〃∵詔諸相㌍・感じ二≡豆   

】・吊浣一硝石かることにr土梢庵裾〉／ごろ卓，しハで‘寸今山庸いし湘詔て，白，齢計二女払∴】たり、l′！ざごし  

十∵＼     で卜さい し、Jこi川分たナ〉〝）絡が来ま1疋暫な‡，げ汗∵r綜特長く圭∵ト〕も で」1ニう、さ：命1†  

rJばかりでは1山、今♂）世（ハ小し里甘伏を準え亡拙い、と．Pヲいモ1   32（1     し、患者側の権拙家詠も屈ま′Jてきていると県うので、那■】の【東棟徒事占∵を必要と1る／）でi土   リ                 ＋            ：i21）  隠者中心の朕態と・恩者さんかLノこ嘲…に把掛∴欄すろこり′服しし「コ   

闘＝1後期一打腋有終末期相碑支檀料についての意見   

それだけの時間を使っていただいたのなら、支援料が導入されてもし、いと思います（患者のた  
330  

めに十分話し合うことができるようにして欲しい）。   

3：ll   最後まで納得のいく治療を受けることができるので、高齢者にとってもその家族にとっても良  
い制度であると凧う． 

332  牛を決めたり、治る見込みがないと決め付けるのは家族側としてはどうかと配う。   

333   医師が謎めるな王ノ75歳以Fであってむ相談が必醇な時は支援料を出して、患者・家族が納得で  
きるようにLたら良いり   

334  年齢区分なく相談支援料は支払われるペきです 

315   後期高齢者の場合、認知症などの他の疾患の樺息も考えられ、他に関与する医療の増人も考え  
られるため、終よ期とl；艮足しづらいと考えられるから‖   

こl：膵  何でしお金を取ればいいという間崩じゃないと思う。   

337   後期高齢者保倹料制度そのものが理解できません。個人の年金からとはまったくおかしなこと  
だと購う 

338  まだ先の話なのでわからない． 

3：19  高齢者の終末期相談には当然支援すべきであるf 

3・10  人間の尊厳に関わる間購を剃射ヒすることの難しさがわかっていない日夜対である【．   

重い病気の他者の今後の治療丸紅等を、関係者で話し合うことIi重要なことと．甲、う。これに適  

3／ll     切な額の相談料を支払うことは当たり前のことと一甲、う。この相談料支援に年齢制限を殻りない  

力が良いと考える。   

3」12  良い制度だと思う。   

75才以卜、終末期の人間から金を取るノ金のない人は相談すらできないのか。仮に余を払えば  

313     医師は親身になってくれるのか？私はそうは思わない〔中には事務的に終わらせようとする医  

師も廿てくるはず。そんな時に金を払うのは納得いかない． 

：144  患者の負担が増え、保険料♂）値卜げになると思うし   

3∠ほ  病気が良くなった場合はお世ぶになり、迷惑もかける支援料はお礼の代わりにヰと思います。   

3－1〔）  机めて聞いたことなのでよくわかりません。   

3ノ17   特別な項巨1を設けるような事柄ではないと考えるから。そのような状況に対して「説明する」  

「脱明を受ける」というのiヱ1然の医撹音†為である，   

何才で亡く／亡るか（治る見込みがなし、）どうかは判断することができず、年齢による対象内－  

3・摘     対線外が含理的Pあるかどうか疑問が伐るところですLしかし制度1二の究登的な法律として理  

解Lていますい 今後に期困します 

349  改めてくト齢「ズニ分出、ら／亡い、／ト圭で一り治療の流れで対にでき′⊂し、のか 

今までIi十分な話し合いがてきてい1こカレ，たため圭∴できたものなの／ゝり悪者や′豪族j∴≠，め≡  
こi50  

／ごい′二めに病院i・助けろたオ」J）もゾ）なグ）′う1－】1くJjから≠亡いか必要ないゃ、J）に′モーブ、える  戸   
：15l  、上くトかL■〕ない ′「まこ鱒ズ7ニーとヰノi、力・′ノた 

ゝ                        」  
！：j5ご  l   】   

間tl機期高齢者終末期相談支援料についての意見   

35二i  医師は金をもられ／山、と相談に応∵ないげ）れ   

終末期医煉に′ついては、75才以前から考えることも必要l二なってくそと′■llLいます、75 fて「キ切  

るの【1どうかと．酎、ます。主た友棲料t，覗推して取／）たーりることの互い上うにLていナニだき  

354         たいし、内容もあまり頂くなくてヰ」取る場合電、あるし、基準かにりきりし、王せん‖l史療費il愈  

首でiけ）からイ山、相鼓呵・持場料尤どし、ろい7）かカ、る時わありtl；トーきりLない女掩料ヰ  

蝕′Jたカーが良いか判断しかわよす ¢Jう少し点故が低くて電，良いかとト雪います   

：！55  11分の最後は話し合って納得したいと．隼l，うので良いと思う   

356  なぜ対穀が75才以トに限られているのかわかりません 

35丁   どれく「ノいのお金を負担しなけれげいけないのか、わからないJ）帥丁と¢．言えないで1ノ；、l  

分の病気や最後についてきt，んと説明をLてヰ，らうのはとて卓）人事なことだと一甲、いま勺   

終末期の相談についてil、病岨こ対する極めて届い見識と人生観を乳来される什諷だ．l・  

烏齢化の進む故が愕の匂．助ネソト与・深化させるつの手段だと∇！勺   

359   

イヤです、話し合いはごく瞥通のことですから 

、         358     見合った報酬を与えるのほ1然であり、その、⊥うな医師鷹富者のレヘル左′．白．♂）ろことニノ㍉か  
籾めて知りました－200点というのがいくらなのかは知り：ミサんが、仙でヰJJ5企に検算－IるJ）が  

相談することに対Lて♂〕料金かかかるということに対してiよ、i；医者様にLてらそけけ・l′）爪時  

間を割いて話し飢、をされるのだから納得がいくのですが．後期席齢葛■だりにIi艮るとい）し．  

360        にや成できません。いったい何時からこの間は若人を差別する⊥うにて亡′）てしま／）たび〉フしょ  

うかり誰で蕾，隼左・取ります。これではi三食〝1ない老人けやすrJかに牝ナ1∴とむてきない㌧です  

かJ   

：1（il  必要な仕利こついては対価が支払われるペきである 

：162  75歳の十分な1淵力のある〟はし、いですか、′仁ナ占が筈二【ノし ノノ／ご±ノit人変だと．曽∴   

：ib3  現在のところけあまり考えていま廿ん。   

】欠如や奇書蔓師が糊談を受りる相関i′什′）て話し合うのだからた建杵が乞払iり「ろげ）にい  
：i65  

jL、   

医棟機関ては医師の診察を・たとえl分受りたとしてヰ，健康保険上り多酢ハjj扱が女払ノい．いる  

：】（i6     ∴れほおかしいことである．今F】け）質問も同様な考え′ウ＝■ノ友援†斗を払j；・T）としている、才走って  

を払・うぺきでなし、 

1ト丁  丈さなどにまとめる必資性を感しません   

368   般後だからこそ【架抑り〕意見を・聞きたい それな叫こ支援†けしてJう：態を角ポiする死を血血し  

た人にや′バズり金次第／亡のかと   36イ  後期高齢者をあまりいじめないで欲Lいり電圧Lた′il子吉を・送かる⊥、■パー政リ1ノバこナ牒し、■ ますノ               √  
369   

後期虐」齢ノ古になって後ほ余分／こ言を糠などせず、できるだりや寸「Jかに′てい上し、t■家族、しf）．；舌  

Lてい乙   

患者Cり許′．！一ミヤそゾ）′豪族山考えヤ意．いこL／）てl主し、ろい′ノごう■え「＝h乙レヤ】1倖′沃‖≠困サ牒  

17（）   化L、乱エこ疎涌が／ごく／〔／〕た磯r干i三そノ）筏婿差L／ごいでこ架に死ろ・迎え／二し＼と侶1鳴占t7▲♪jを  

障諾ぃる∴と抽るしと誹∴1  」  

間11後期高齢者終末期相は支援斜についての意見   

371   患者及び家族は終末期のことは不′友であり心配です。医療機関より説明与∴受け、丈畜を受けれ  
げ本人、家族とも安心です．，終末期相談支綬料金がどのくらいなのかわからないので不安です 

i72  支援料の発生によりて医師捏 人人が真剣に取り組んでくれると食いです   

自分のことを納得いくまで話し合え、説明を受けられるのほとても良いことだと思いますが、  

ニi73     丈露にするのに自己負担がいるとかお金が絡んでくるのはちょっとおかしいような気がしま  

す。   

：17′l  文書でもらえるのは良いと悟．うが、椰級友壊料があまり飼いようだと㈹る． 

不此料求の可能性を含んでいるように感じる（たった 度でも複数の相談ヰ，同じならば）〕医  

＝75      横間係者と患者だけでなく第三者的なチェック機関があってもし、いのでほないか？ほ損料を  

支払うの1亡らげ）。例えば弁護⊥やぎJ法富士なと。   

∴のアンケーートをするまで支援料のことは知りませんでした。説明を読み、病気になっている  

376  本人け↑：私聞き間違いなどが起こるため文書にしてもらい心を落ち着かせて読むことができ  
ると・附いました。丈喜にするためには料金が発生するのはft力‘がないと思し、ます、、ただ遠慮す  

ることなく医橋従事者に何度も相談できる体制を整えてFさい。   

我々隼霹りにほお医者磯＝と言えば†可度ヰノ相談できて自分のことを教えてt，らうのに治席以外  

377     はお金につながる上うに度む問ったことがないので診療証明とか、他医療所への紹介状など  

け有料と思し、ますが元々見て招いているiユ医者さんに相談料などの支払いをするのにH・）   

粗放支援料の詳しい説明を読んで支払うことにより親身に粗放して頂けるのであれば仕方がな  
37再     いのかなと思いましたL．しかし／支払いができない人のために何か良いプランができることを望  

仁   

37リ   〔1分が¢、し治る組込みがない状況になったら話し合いを千丁いたいと思うかごノい 家族に余計な負  

糾iかけたくなし、し、無駄な延命治療は望まない√J   

3月け  必要な卓】J一だとは思うが対象が75歳以上でなくてヰ，ヰ，つと幅広くしてもらえろといし、   

：lRl   隼齢を限定することほJ㌫小しいノ個人差の病気なので年齢に閑様なく支援料を使えるようにし  
た差■が良い 

382  「束師、看護師側“ニー，精神的にヰ）時間的にレ負担があるので報酬は必要だと偶う。   

3月：璽   なぜ75歳以上なんでしょうか？病気け隼齢こ関係ないも，のですし、公的医療保険はすペての年  
齢に対応していると思います（、   

回答になっていないかも知れませんが私の考えを伸し上げます。l、支援料に一〕いてはよくわか  

㌣     りません、、2、75歳以卜とした年齢設定そのものが不明確です‘，終末医療については躊厳死を希   望していますが、具体的に注射、点滴などの使用l）史書にLて欲しいと想ってい生す。   
治る見込みがないと言えば勘、人でもそうなる可能惟は多い。高齢者のみに限らず全日を対象  

にして欲い、。F束碩機関に1回だり支払われるとその後車眉と持ちかけてヰ．医療職関によ／jて  

こ185        ト士  J射舌し含′）たから！」と症りこない所が廿てくるのではないか？医棟従事者の増軋質の  

向上に税金に使われて欲Lい まず安JL、して相談できる所、経で‡．平等に嘗定してくれる所に  

化せられる所を作って欲しい〔   

＿9宗†   



ノ  

問11後期書齢書終末期相談支檀I引こついての意見   

404  説明を参考にしたがあまりよく理解できない。自分がその党名削こなってみなけれは。   

ヰ05  卜分な話し合し、や説明、相談をして頂けるなら支払ってもいいと思う。   

10fl  医療機関として文書作成及び相談は当然のことだと思うので。   

4（け  相談料などいらない。   

治るは込みがない状況となった患者のことについて医師とゆっくり話し合えることは心強いで  
408  すが、75歳以上とか年齢を決める／くきでないと思います。   

話し合っていれば文霹は不軌転院の場合は先生が説明を添えて下さいました。申し送りなど  
409  

もありましたu   

410  すべての終末期の方を対象にすべき。   

本人の望む形で最後を迎えさせてあげたいと家族なら経でも思うこと。ただこの件に関してほ  
41l  

今まで知りませんでした。   

412  よくわからない。   

後期高齢者支援料またその年齢になィ〉ていないのであまり考えたこともないし、75歳前後にな  
4t3  

りましたら探く考えようと思います小   
高齢者になりお金がある人はいいがない人は益々生活が苦しくなり生きていくのが大変だと息  

414  

った。   

200点と言われても実際払う金傾がどれくらいなのかわからない。本人の負担がない方がありが  
415  

たい。   

75歳以上の全員が金に因っているとは思いません。負担のできる方は払う、できない方は無料  
416  

と思います。   

治る見込みがない状況において、年齢で区別するのはおかしいと思う。75歳という区別を設け  
4t7  

す再度検討が必要ではないか？   

終末期を迎えることが明らかな状態でその後のことについて相互に納得できればいいと思う0  
418  ただ形式的だけの可能性とか年齢的に制限ということが今いち中途半嶺な制度だと思う。   

治る見込みがない状況になっている時点でたくさんの負担がかかっているのに少しでも金額を  
419     抑えたい。しかし相談などで時間を割いている医師などが相談料がないのも変。どちらとも言  

えず難しい間l鰐だと思う。   

竜い病気になってしまう年l和ま75歳以上とは限らないので高齢者が対象というのはどうかと思  

420     います。相談料をもらう以上医療従事者は★任を持って対応して頂きたいです。人生最後まで  

全うするという意味で相談などができる手段があるのは蒸し、ことではないと思し、ます。   

自分の終末をどうするのかカ針や希望を聞くのは良いとは思いますが、相談料が絡んでくると  

42l     強制でもなくすることは難しいのではないでしょうか。私自身ははっきりさせたいとは思いつ  

つ、それを受け入れるのはまだ難しいと思います。   

医師を守るためのものなのか疑問に思う。残された家族の心の負担を減らすものか？必要だろ  
422  

うと思うが終末期を迎えた患者に冷糾こできるだろうか。   

間11醜期高齢者終末期相談支檀料についての意見   

医師と患者という間柄ならいろいろ相談に乗るのも当たり前でも、今お医者棲も忙しいので手  
386  

を煩わすということで支援料もありかな？と考えます－．   

後期高齢者に限ることなく終末期柏餅支援料についてはあってしかるべき内容だと思います。  

387     介護保険が導入されてから医療がすさんでいっているように思えてなりません〔人生の最後は  

医療機関に関わるのでもっと充実した医療を実施して欲しいと思います。   

388  後期高齢者終末期相談支援料を支払い行うことをします。   

389  後期高齢者の名称は外したカが良い。   

390  後期高齢者終末期相談支援料は必要がないと思う。   

後期高齢者終末期相戯支援料には賛軋但し年齢制限はしない方がいい。若い人だって重い病  
391  

気にはかかる人だっている。   

392  終末期は年齢に関係なく訪れるものであり、年齢で区別されるのはおかしいと思う。   

自分がどう死を迎えたいのか。周りの人（家族）に気兼ねすることなく自分の思いを示す絶好  

のチャンスだと考えています。人生最後の自己圭頒です。死後その思い（削、）を遺族がどう  

393        理解して実行してくれるかはわかりませんが（様々な居い入れがあって）遺族の迷いを取り除  

くためにも必要と患っています。意見など違いはあるでしようが親族間とのトラブルをなくす  

ためにも（気まずさ）。   

今のところ何ともわからないです。支援料が必要とも思いますし、また勤務中の仕事と思いま  

394     す。大事な相談のため個人の間照と思いますが、心配することもありえるので二重の支払いの  

ような気持ちになるのと、勤務中の仕手の範囲内なら必要なし。   

後期高齢者終末期相働支援料があろから医療従事者は相談に取り組めるのではと思うし、患者  
395  

や家族にとっても有意義なものであると思う。   

3！I6  反対です。75歳という基準もわからないです。   

後期高齢者そのものが反対ですし、その終末期の相談に文書を書いたところでどうなるでしょ  
397  

う。自然に終末を静かに送れればいいんではないでしょうか。   

私が重い病気で治る見込みもないなら親しい人、友人、家族に囲まれて最後を送りたいと考え  
398  

ています。相談支援料はどちらでもいいと思いますが。   

患者としてならばお医者様と十分な話し合いをすることは「当然そうあるべきこと」と思えま  
すし、逆にもし医療を行う側だとしたら時間的負担などを考えると料金が発生するものでなけ  

39g        れば業癌として成立しないと思うことも致し方ないと郡、ます。ただ「診療費を支払う」ので  

あればその話し合い、提供される文書は料金に見合う（実際どれくらいの金額なのかはわかり  

ませんが・・・）クオリティのものであって欲しいと考えます。   

400  内容によりますが納得です。   

杜会保障削減の折、病院で最後を迎えづらくなっていると聞いております。このような相談支  

401     援ほ必要だと思います。またある程度死を納得できる後期高齢者より若い方（20～60代）にも  

というより若いからこそこういった支援が必要だと思います。   

402  何度も話し合いや文書の変更ができるのはいいと思う。   

403  相萩してもらうのは有料でいくらかかるかを明触こ患者へ伝えてから相談にのれば良い。   

－100・  

間11後期t齢書終末期相憤支援矧こついての未見   

444   

医師は支援料を受け取るべきではない。看護師、その他は業務の域を超えているため受け取っ  

てb良い。   

支援料が導入されるということ、されていたという事実も知らなかった。なぜ年齢区分をする  
445  

のか？年齢区分ほ必要ないと思う。   

話し合い、文書作成を行うたびに相談料を支払って良いと思う。何度行っても200点では医師  

446     らの時間と業務の負担が多すぎて割りに合わないのでは。医療機関側は元を取れないような診  

療は行いたくないので結局この制度は使用されなくなりそう。   

何かにつけてこれからはこういう制度はやむを得ないと思う。まして命に関わることであれば  
朋7  

変えられないので当然かなとも思います。初めて耳にしたのでよくわかりませんが。   

448  自分の病状を詳しく知っておきたいと思うので、何度も詣し合いができるのは良いと思います。   

449  家族と医師との相談は必要であり本人と家族と医師の話し合いも治療のつと思う。   

450  妥当だと思います。   

451  特別に75歳以上ということで取り上げて言うのは差別のような気がします。   

452  年齢区分がおかしい。全ての匡け引こ対して差別していると思う。   

終末期の医標は年齢に関係なく必軋ただ相談支援としてわけるのか、今現在の医療報酬の中  

453     でやるペきかわかりません。治る見込みがない状況となった時に相談できる場所があるという  

のは心強いと思います。   

75歳以上とせずすべての人に実施して欲しいです．参考資料はこれでいいと思います。支援料  

454     が200点は高いのか安いのかあまり病院を利用していないのでわからないです。1点がいくらな  

のか・・・？   

患者は終末期を迎えると精神的に不安定になるので、終末期の相談はとても良いことだと剛、  
455  

ます。   

456  支払う必要はないと思う。   

相談料が支払われることでお金目当てで相続を受ける印象が少しあるが、それでもきっかけと  

457     なり親身に相談を受ける人が増えるなら良いと思う。ただ思い病気の人は75歳より若い人い、  

るのでその人達の立場がどうなるのか不安（若いという理由で相萩が適当になるなど・・・）。   

これは後期高齢者だけに支援される制度のように感じられます。こんな制度が決まったなんて  
ことは周知されていません。いつ決まったのですか？死ぬ人は75歳以上であると思っているの  

458  

でしょうか？終末期は病気の人なら経でb迎える可能性があります。病院にすら告知説明書が  

ない制度は絶対に反対です。   

459  良いと思う。決して無駄なお金ではないと思うから。   

i三人が●●●に通院していました時説明は30分以上かかり予約時間は1時間以上遅れるのは当  

たり前でしたので、彼の方が気になりなかなか質問はできませんでした。主人は●●●の緩和  
イ60  

ケアの先生が自宅に来て下さり、こちらの方が気が楽になりました。相談支援料があればこち  

らも気が奏です小   

憫11後期高齢者終末期相談支援網についての意見   

確定率l00％の来るべき自体に突入している私どもではありますが、料金については考え方が多  

423     種あるものと思い決定づけることでないように思われますが小 ・つの目標でもあるような気も  

します。心の支えとも思われますが。   

現在53歳のため特に考えたことはありません。今後ネットなどでもっと調べて見解を自分なり  
424  

に出したいと思います。   

医師からの説明を受ける時素人には理解できない言葉が多く、その場だけでは説明されたこと  

425     がよく理解できません。文書としてあれば後でいろいろ調べることもできるし、家族に説明し  

やすいはすです。   

自分自身まだ30代なのでピンとこないが自分が75歳になった時の経済状態にもよる。相談支  
426  

援料＝イ可でもお金がかかる現在どちらとも言えない。   

料金を支払うことには少し抵抗感があります。保険料も支払っているのだから無料にするのが  

427     良いのでは？保険料を払わないのであれば実費でも仕方ないとも思います。死に対する不安は  

誰にもあります。   

428  75歳以上の方のみ限定するのではなく、終末期相談をした方すべてを対象にしても良いと思う。   

429  妥当と思います。   

430  医療行為の範囲と考えます。   

431  75歳末洒は所得に応じて負担額を変えた方が良いと凪います。   

432  支援科そのものに♯成です。ただし年齢制限とか後期などの名称には大反対。   

433  算定して文書などにまとめる意義がよくわからない。   

434  一番は患者がどうして終末期を過ごすかであって医師や看護師が決めることではない。   

決まったことなので支払うことはやぶさかでないが、終末期相談支援料としてはあまりにも名  
435  

が希い。何かBltの名にするか（話しあい手数料とか）。   

後期高齢者こそ話が大事で家族など医療従事者と軌こ話し合うべきでそれにお金がかかるのは  
436  

どうかと思う。それが保険からだとしても！   

437  それよりも前に高齢者の医療費の負担を少なくするとかに公的なお金を使って欲しい。   

438   

今まで長い期間保険料を支払って来ましたが、現在の緊迫した状況を考えるとやむを得ないと  

思う。   

75歳以上と区切らないで全年齢を対射こした方が良いけ終末期の治療を望んでいるものは食年  
4：19  

齢にいると思う。   

440  制限そのものがよくわからないので何とも言えない。   

441  年齢区分は必要ないと思う。メディアでこのことを取り上げてみては。   

このような支援料という支払い方ではなく、もっと医療機関に援助（国から）があるべきだと  
442  

思う凸   
若くしてガン、不治の病気など30代、40代でも終末期を余儀なくされる人はこれから多くなる  

443     ことと思います。高齢者だけではないと患います。1人ばっちでも家族がいてし偶気によって終  

末期が来るのです。もっと広く考えた方が良いと思います。   

ー10ユー   ．IOt－  

‾ ∵「㌍   



間11後期ホ齢書♯末期相談支檀料についての意見   

∴＝⊥hスなどを絶ていると介言蔓保険が本ゝ1に囲／ノていう人々にはれ£†）紹  

、 

が余裕のない人々it／こい ナニだ本人ノ）愚人】ナと家族r／）温かい亨いてり7ごいだと  

訝りる制度とヰ，J．！J、えまけんし   

軒鉦／）帝望を一豪族にい〕か／－ていうた捌こヰ）終来期にノ八、て言・モし合し、  

4【う2  け良いことだと尉う。叫金を支払うことイ）什んがないかと苫∵   

病院で診断書などの種類を鉦托する塩合卓－料金を取らオーているのですか↓‾  

4（i：i     ヰ、什んがないと．附い三宝すぃ笥定が＝・巾〃わで話しノ汁いI土仰狂でモノjJえろ！  

ト「、   

461  すごい良いごとだと月！／います 

465  年齢【丈二分を謀りること自体が∫JかしいJ  

愚者の家族の相鉄が時間と金額などで点刑Llてしまう。後期高齢削）伊」   

j66  ■′くる状況はまれなこと‾P、医師や看護師に温かく見車〕てい）い醐iにJ  

とって悔いが代らないと．県う   

後期高齢者から柏絞料を取るr′）はかわいそう！家族が友払いのできる人l  

・167  許〔Jしの人などは生活がき／〕いと思∴   

伸＝こ限り：：00点なら文書とLて托すことi二王確実にされるなら（そ爪後に耳  

4（消  しっかり話し合ってし′Jかり道を選ぶことのできる機会がf才えられるゾ）メ   

二のょうな話し合い、文書作成に榊淡料という糾】で支払わ再出れば／ご〔  

469  なしい〔理想と現実吊適巨ということか 

47〔）  率血に言／ノて上くわかりません 

白分の柄気について医師などと約款またそれを彬に稚すことは怨古としノ  
47】     のでそこに柵淡料が発生することi叫ましくないと・甲子、1‥75歳以」■とい  

意味はないと一～誓う 
細かい点iiよくオ）からないが大筋で鞍戚できる。形∫じ的にな仁ノず人間？†  

欲しい。   

本人と′家族の某持ナノl士違うと．悍う「けF】身Ii覚悟を決めて身の回りル  

4丁：！  愚者に牒け）ろ経費や祖後の治男をできろだけかなえて段取りをし′てJ；き   

辻咽でけ医師不足で間脚リー多い時代に本アンケーートれ⊥うに番血F首吊  

く医糠機関があるとは刑えない、柄ア】でありきたり洲印刷物を軋るぃが「  
174  そグ〕相席で汁備費以外にfこ＋金を取る／亡。人び）戯が拷艶なるように各人rノ）＃  

それぞれに対処できるとけ肥れ府い 
お金を支払ナノなくてHl・分′ご糾厳や琉球を受1ナらオlないか（jやI上り家族  

無料でやるならlパ容り）イこ卜う）さヤ弓無二師酎）負粧こも，なるやノ）ぱ州■力  

費用などが電なるため肴   
75歳以上♂）区分が限定されていること乃止ニミ1な剰‡】が1）小・：〕なし、車＼  

のなので平等か一）公、1仁な法であって欲い、∪   

間11後期高齢者終末期相駄支檀料についての意見  

制J堅として妥、1なヰ、のと思1）れる】  

後期高齢者のノバ仙人の血でも厳しいと思い：呈す．・少しでモー安く治蠣相扱が受けられるのが毎   
▲179   

ましいと机、三す ≠  

軒病で治ろ払込みⅥ府い状弼一とな′〉た場合、隼齢に関係なくして欲しい、例えば植物人間にな   

車用  ってしまったりした場合、本人の爵附で丈生きrいるとけ酔えないので殺人罪になることがな  

いょう延命嚢肩を外すことができるょう掛、たい。   

′lき‖  男女律の中三齢甚分である∴11を考慮すると適当な時期】亡の（相談料の）決め方と思う∩   

柵談支援下Ⅰを医療保険から支払わオ1る州t75歳以1二でなく、㈹才以上とかにすれば良い‖但し  

182  現在保険料から支払うのは反対だ 

18：‡  それで良いと思う 

．摘4  年齢に関係なく相談に乗るぺきだと思う 

4H5  終末を迎えた患者、鵬舌をした家族に苦痛げ）感謝をして頂くといいですい  

診察料と同じように料金が華≠するのは特に剛創まないと思うが、それが高齢者のみという埋  

由がよくわからない。  

㍑如け必要ですが負抑こならないような金額であれば支払いは可能だとは思いますっ高すぎた   
487   り経済的、生活的に困難な場合もあるので必ず支払いができるかは難しいと思う〉   

ケースバイケースで卓〕つとしなやかであって欲しいです。臼然の流れでありたい■自分の力で  
∫188  食事が取れなかったりしたら私はそわままを選びます。   

病気で死亡されるカは年齢に関係ないと思われます。よって重し、病気と艶められた患者さんに  
4錮  

ヰ〉全員相談料を取って治槻方法などを決めた方が良いと思われる。   

75歳前であっても治る見込みのない柄気の人も大勢おられますし、病人に関係ある人通が十分  

490     に話し合うことが人り」であり文書に首いても人それぞれで病状がどう変わるかい）かりません  

〝＝ニその都度話し合って相談料点いら／か、と思います。   

年齢i1必要ではなく若し、人でヰノ終末期を相談して電Jらうことが大穂であり、特にまだ十分働け  

19l     る世代であれば伐る家族の1滴らありどう対応していくかを相談するとで支援料を支給して十  

分な話し合いへの補助として欲しいn だから年齢が75歳以l二に対しては‡）かしい。  

fト齢でLズ切らず必要とする患ぎをすべて対象とするr丈霹化することによって人生の区切川が   
49こ）   は′Jきりする∩ 患者の考えを優先すろことを明文化する。   

和軌i凰を本人だけでなく医療関係者のためにt，必蓉なことだと思いま1。、なの■Pそこで相談  
19：l  料といご）t，♂1を取るのは違・－）んじやないかなと．射、ます。   

19Ll  考えはいろいろありますが、すでに洗まノ〕ていることなので何を云′〕てら変わらず∩   

▲195  年齢に関係なく必嬰な人にltすべきだと偲う   

〔りナの寿命はRO才くらいだと．思うので望む人は支援料を払い、望まない人は払う必要がないと  

甲、ニ刷で「】分の苛烈でどtJrノか選ぶようにすればいいと思う，治る礼込みがないし、粁′、循み  

19G  たいに始らないので無駄な治横けやめるペきだと射っているい10年もしたら高齢者が増えるの  

で年齢匝二分は必窄だと一瞥う   

いろいノ’〕選択できる   
いくトIJ）で牛†判i二  

医師にりJ‥とミ）▼ ヒ  

〕付政友ば料に 
⊥い1た【ま良いしLリい  

者が11耀的／ご意i之をl′里  

j†【せしたんが王族に  

1良いと′畢うが、 ▲人  

敢〔JAlないことヰ、g、ず）  

F）／亡いのは心情的にむ  

て当然の種別た予甥H  

う年齢で線引き与する  

本を軋る医療でを）′jて  

幣岬をLたい  

たいと思うだ7〕  

こ適した吏ナ処ノ′ほを首  
唱の＝である十拭∵  

終末も，裸．セるJlりうが、  

とし〔はゃむilI／山  

ぃない∴とだ、し い∴  

ての人に死It．竜lノれるヰJ  

－104－  

問1t 後期ホ齢手絡末期相談支檀料についての未見   

51l  必要ない。   

家族も本人も安心して相談できるょうになると思う。料金が払われているなら詳しく相続でき  
5】5  

る。医師も力を入れて取り組むようにな′〕ていいと思うり   

現在の医稼、介護現場はとてヰ）忙しくて人声不足だと聞いております。その割りには報酬が少  

5Ⅰ6     ないので辞めていく人卓，多いとも閲し、ております、，安心、安定した老後を過ごすためには多く  

のスタッフがいる方が安心です。報酬が増えれげスタッフも締めていかないと思うからです。   

唐津のあるうちに延命治撹の喫、イこ要など話し合いの卜‥良い制度だと思います。それに伴う  
517  

費悶を支援するのは当然良いことと思いますく   
後期高齢者、上り50代60代の人に必要なのではないでしょうか‖75歳以1二の加〕症状進行は遅  

51日  

いでしょうしい   
519  J沖膏りからお金を取るのは良くない。   

520  相談支援料はサービスにすべき。   

52l  終末期延命治標を必要としない〝〕ではっきりと責任を待つため． 

話し合し、は良いと凧いますが、肯定い何のみでなくもう少し回数を増やLてむいいのではと  
522  

凪います。   

523  後期高齢甘は録複ま－Pの生活支軋病状など納得のいくよう話し合いをして欲しいい   

52ノl  治る見込みのない人達については無料でも良いのでIi？   

病院で終末期を迎えることより自分の好きな所で自由に最後を迎えたい人が多いのでいいと思  
525  います。そのために必要な知稚も家族の心得もできるし。支壊料はあればいいと思います。   

高齢になるにつれて、頼る身内がいないなどの関越や金銭的な間朋が多くなるのはわかるけど、  

52G     勘、世代がこれから高附こなった時にけもっと様々な支援が受けにくくなるだろうと思うと、  

下の世状亘支援してあげるようにして欲Lい。   

527  企を取ることでちゃんと話してくれるならそれt，ありかと思います。   

医師の説明に対してiう金が出るというのがますおかしい。この制度はない方が良い。制度が始  

528     ま／）たら不止二受け取りとかがまた増加するだろうし、医師への不信感が上り高まるきっかけに  

なりかねない，   

頗制でけないこととやノのみの算定ということで患者の負担は大きくないと思う「病院を移／）  

529  た場合の内容の変更11容易なことを確保して欲しいい75歳以上のみというのはなぜr7   

5こ‡0  賛成Lます．しか1ノ脅卿こつい‾〔は賛成とは言えない部分が川てくる（公的医機保険料）∪   

厳密な統計ほよく知りませんが友人、知人が平均的にこの年齢（75歳）に「相族長援料」が必  

5：11     要のように思いますい人生のラストコースにこれらに支援料が州されてしかるべきと思います0  

それがための保険料と糾、ます。家族にとってt汗、いことでしょう。   

75歳以Lリ）人だけが対象になるのはおかしいと思う。．電い病気、治る見込みがない棉気になる  

5二I2  人は了供でも掛、人でらたくさんいると思うので、皆同じにすることが当たり前だと思う。   

5：！こl  i援科の支払いで破凄まで命の埠腋を守りたい。   

5こi■1  逆iこ了5炭山トに一九、て【t錐鯛策と（．て無料に1／てもいい〔∩で了上？  一山一一叫一山・－W ---1 

515  電鉄や純難げ）和談に架／ノrくれそう、  

問＝l後期ホ鈴音絡末期相談支援抑こついての意見   

話し合し、が行われその内容を丈齢こしてくれろのはいいと′摺、うが、相談料が登ヰする・ハほ少L  
ノ197  

納得できない部分もある   
19R  あまりいいとは智、オーないr   

終末期の愚者の家族にと／）ては助かる（治療費い7L⊥うが、皐）しそのため保険料の友払いが  

柑9     多くなっても関るのですが「葦隻期菌鈴音支援料」がT5歳以L．の万の全体でどれだけ利糊されて  

いるのかその点し気になります，   

患者と医梶関係者が良い加1に向か／Jて話L合うにあ王∴て金額が堰≠するのが何とわ小骨・議  

／亡気がLます．〉木1に親身にな／）て考えてFさる方〈）あれば、報酬り）たダ）の病院モー起∴るけす  

500  愚者のためのミーーティングに時間をかけている所にほ、う然必要だと′しqうし、†可て∵ノという病院  

に支援料が払われるのほ我慢ができないこ   
50l  私が患者だとしたら相談に乗って欲しいと思うかL■ノ〔   

502  介言隻などの必要性を家族金具（規族）が理解できる． 

弱者に対Lてまたお隼寄り、年金勺瀾げ）やりくりの・いのij金ち・請求十ることl王女f二吏トこないと  
503  

駅うので年齢制限ほ良くないI   

治る見込みのない柄気にどんどんjj企を使うげ）（iF…としてけちと′）と考えてし・まい三すそ   

504  れによ／，てお金が足りないというのであれば、I］分としては延命は望みこ【せんが、それを－確認  

すると医師にお金が支払われるといノ＝刀l土ちエ／）と違和感がありj∵仁   

終末期を迎える際に医師と十分な話し合し、の硯を持ナノ、文書として巧．いの確謎を教わろことは  

5（15     好ましいと取う‖現場にかたる医師などにけ！当然なが〔J丈さ作成の事務的作￥に専念してし王  

わ′亡いように気を付けてt，らいたい。   

506  大変良いと思いますJ高齢者が病気になると大勢のノバこ迷惑をかりま寸   

望にはめて機械的に進めていかれそ）な気がするu和談するにしてヰ）甘相できか医師や密謀師  

でないとり分の意思を伝えることは難しいと用∴（確認げ）ために丈斉を作ることはいいと凧う  
5t）7  

が仁㌢形だりの料金表として文書を作り、友援料を払1のit愚者にと■′ノて好重しくないと思う  

印鉄の内苓ほ1つだりでけないと一県1ので一律に2n（りさ、と■J、ろの毛一大雑把すぎるとJ・！ノう   

女媛料の制度は、当然と′～具われるが丈登などP摩供した囁含J）み支払われ、丈斉〝〕掛狂がない賜  

50り  妥、う／f考え方だと思い主す）   

今の75歳とい・1のは旨と速いとても苦しいで十軋トト以lで良いのでは仰戯支援㌣Ⅰというも  

510     のがいく亡＝，なのか知りたいい／高額なF）まりいしい、く翫棟がイこ透軋 二れか〔J（／用木け」毎齢首  

の閂になってい〈。支援料なる〈，のどこかJ）帯／ノて来るのれ   

話し合／〕て史書にするというのl土医師亡どり）什．如）ノー〕でⅠtないかなあと一幣う√、75歳以ヒゾ〕ん  5（1日     合は支払われないのが不可隠75歳末瀾P阜，ニ〝）制度は必要甘－とJ■．－ヲ、います                 5】1     はお金が少ないとIけ間でごわ九ているのにこれ以上二取るゾ）か▲▲と確急に丹jノ  512  ．疎齢者ノ）場合家族を支えて再食詰し合し、とな／）た咋、相談支援料があろ持†酎、かるし′）；川二い亡   いと某う′。でも基本的iこトt治塘卜に机、て√瀾呼】．話し合いに1；企がこう・小うLハJtQ仁tLく／仁い    相談lユ舟▲る程度必酎ごとヱ相子，けれとそ冊与川百中こヤ気特‡）Lノ哨亡、J・1＝十L∵上与）ろとJ㌣号   ）し、■史書附婁モを・今上）仁場＝′「ト川上ろJJ．L恒：′′ご・こ∨／ヰJし′こいい，）をr虔し、乙  



間11後期t鹸書♯兼期相談支檀料についての土臭   

536  考慮するも難しく、死ぬのも大変だと感じた。   

治る見込みがない状況となった患者さんに卸し終末期の相談を行うことはとても大切なことだ  
5：】7     と患います。患者さんや家族にとって支援料が支払われるのは必要なことだと思いますが、病  

院からの不正請求などには十分気を付けて欲しいと思います。   

538  後期高齢にこだわらす終末期の柏餅支援が公的に行われたらいいと思う。   

539   75歳でもまだまだ若い人も多い時代に線引きをするのは自分がその年になった時に生きる意欲  

をなくしてしまいそうでやめて頂きたいです。取るのであれば全員から取って頂きたいです。   

540  話し合い、文書の取りまとめに料金がかかってくることがいまいち理解できません。   

541   年金も不安定なこれからの時代に収入もなく丁5歳という高齢で終末期を田吸状況で左右されて  
しまうのはいかがと思う。   

542   本当に患者の家族のためになる制度なのか…理解しにくいところがある。ただ医療従事者への  
支援だけにもなってしまわないようにすべき。   

543  年齢限定、以外、参考説明の内容を支持すも。終末期は年齢に関係なく訪れる。支援料の「200  

点」は削、のか、安いのか、その根拠は？判断不漁凍結梼直の理由は？不軌   

544  支援料欄入により、保険料が高くなったり、75才以下の人達に負担がかかれば不満である．   

545  できれば家族だけで話し合いたいので、「支援料」は元々必要ないと思う。   

546   対象年齢からして、本人に判断できないケースもありえる．延命としての治療にかかるものは  
どうかと患う。   

547  お金をとるのであれば患者、家應が納得するまで十分に話し合えるようにして欲しい。   

後期と分ける理由は？他の年齢ではそういったものがあるのかないのかわからない。もしあれ  

54ぎ  

ば、「後期・‥」と区別して他の年齢のそういったものに比べ、安いのなら（リスクが高いいい  

かとは思います．ただ、話し合いや文章等事務的に受け入れられるのかは不軌心の準備だけ  

で一杯では…。   

549  凍結措匿はとてもいいことです。   

550  年齢差別は好ましくない。   

55l  あることさえ知らなかった。   

552   このアンケートで初めて知りました。知らない人の方が、多いと思います。何で75歳以上の人  
限定なのか、わかりません。若くても終末期を迎える人はいるのに阜   

55：I   どのような内容かわからないけど、しっかりした脊類ならばそれなりの料金を払う必要がある  
かt）しれないが、治癒♯の－割として含まれても良いと思う。   

554  必窄ないと患う。   

年齢区分を設定することに間應があると思う。矧こ高齢者は個人の生活や仕事、家族関係など  

で同じ年齢であっても虚弱であったり10年以上若いような生活、身体、精神を維持できたりす  

555        る人がいて、個人差が若年層より広がるように思えます∩よって、触こ75歳以上で線引きす  

ることは＃しく、意味をあまり持たないように患います。50代からも将来に不安を持つ軌、者  

が助けを求めるケースもあると思います。   

仰Il後期高齢者嶋末期相絨支攫料についての士見   

556   相談を治療として考えることはおかしいこととは思いませんが、それに対する支援料の発生は  
納得いくものではないように思います。   

557  国が全額支払うべきだ。   

患者に対して話し合いを行い、アド／くイスをすることは井成です。開脚ま支援料の内容だと考  

えます小国民に対して細かな支援科内容を発表し、毎年月ごとにどれ程の支援料、経費が使わ  

55B        れたか、明触こし、対象者以外にも全国民に発表する必要があるかと思ってます。医師不足の  

現状は、自分でも深刻だと思いますが、不正に悪用されないよう管理体制を徹底して欲しいと  

考えます。   

本来あるべき医師の仕事が失われ、患者へのいたわりや人格の書厳がなくなってしまうように  

559     思われる。最後の時を迎えるに当たり、国の為に頑張った人達のことを役人の考えで行うべき  

ではないと考える。   

終末期相談支援科についてほ全く知りませんでした。必要だと思うが、それが何故後期高欄者  

560     と言われる人相定なのか、理解できません。また、報酬旧払うべきと思うが、高額であっては  

ならないと患います。   

56l  良いと思います（相談の仕方がちょっとわかりづらいです）‘   

562   主人も私も自然体を望んでいますので、病状の変化も鋭明も必要ない（75歳に掛、年齢に近い  
為）。   

相談や話し合いだけならその場で終わるので、支払うことはないと思うが、文書等にまとめる  

のには医師も時間を割かないといけないので、支払った方がいいと患います。年齢により、対  

563        象者を決めるのではなく、支払い能力があるなしとか家族とか人それぞれなどで年は関係ない  

と思う。また、医療費はもう少し安くして。初診料が高し、小医師のレベルによって医横倉も蛮  

えるべきだと思う。   

564  75歳以上で線引く理由がよくわからない。相談支壌自体は必要かと思う。   

相談にのって下さる医師や看護師の方の時間を頂くことに対して医師不足が言われる中、相応  

565     の料金を払うことによって医師不足が解消されるのなら、素晴らしいことですが、基準の甘さ  

から、不正処理が横行する気がしてなりません。   

566  医療介護関係者としての意識、★任感の造成になると思う。   

5（17   年齢制限ではなく、所得に応じて相談料を決めるべきだと患う。但し、無料ではなく、有料で  
互いに理解できるようになるといいと思います。   

何故75歳という年齢制限ができたのか疑問である。人によっては75歳に達してなくても希望  

568  する人い、るであろう。私はまだその対象年齢に達していないが、もL治る見込みがない病気  
になれば、相談したいと思うし、このアンケートを記入して初めてこのようなものがあること  

を知った．もっと広く情報開示して欲しい。   

569  治療を受ける患者は平等であ／Jて、年齢によって区別するペきではないと考えます。   

570  後期終末期相政文援料という青葉を初めて知りましたので、よくわかりません∩   

571  r寧に真剣に政経んでくれるのならば支援料も仕方がないかとも一早ユう．   

572  75才と年齢を区切ってしまうのは、おかしいと思う。   

伽11後期高齢者終末期相談支櫻料l＝ついての意見   

実際の医療の現場ではこのような話し合いは行われていないのでしエうか？このような支援料  

573     がなければ話し合いの場を持ってもらえない現状であるとしたら悲しいですね！このような支  

援料があるなしに関わらずそのような話し合いは必要ではないでしょうか。   

574   どうして相談支援料を75才以上にしぼるのか理解できない。全ての患者に適応すべき。医療者  
は忙しい中説明に時間をかける訳で、仕事の一郭だから。   

・後期高齢者のみと対照するのはどうかと思う。終末期は年齢に関係なくあるt，ので、むしろ  

若年者や壮年～初老期の方々の方がインフォームドコンセント等の話し飢、は必要であると培  

575        う。相談支援料を導入するのなら、対象者は全ての人にするぺきだと思う。・治梶方針や、  

病状説明は必ず行うものである為、わざわざ点数を付けなくてもいいのではないかと思うが、  

医師不足、赤字経営で病院存織が＃しくなる今後には必要とされるかもしれないが、導入する  

なら全ての人が対象の方がいいと思う¢   
576  年齢ではなく、全ての末期患者にあるべきだと思う。   

577  家族の為に良いと思う。   

578  遺族年金生活者ですので、必要だと思います。   

「後期・・・Jのことを聞くのは初めてであったということが、まず反省です。新聞を読んだりし  

579  なければいけないなと思いました。何故75才以上なのか、疑問です。さっばりわからない。年  
齢は関係ないのではないか？この制度がないと、終末期の相鉄をしてもらえないのか。そこも  

疑問。   

580  終末期柏餅支援料があるということをこの調査表を排み、初めて知りました。相談料として支  
払うのは当然と思います。高齢者とは限らすゎ   

年が経つにつれて高齢者の数が増えていくと思う。75才にもなると、年金書らしで経済的にも  

581  肉体的にも精神的にも苦しくなっていくだろう。普ほど子供の数も多くなくせめて子供はト3  
人であろう。あてになるのは年をとったらお金になると思う。75才にもなると、ア′レバイトも  

ない。   

582   支援料についてそれに見合った話し合いが十分に行われることを望みます。今後、こういった  
制度を悪用したり、不正に利用したりすることがあった場合、対応策はト分なのでしょうか。   

自分自身が少しでも病状がわかると思いますので「★カはもう生きる望みがない」と決定きれ  
583     たら、病気と“たたかうサニとができない気がします。料金を支払うと強制的に期限を決めら  

れ、決定しなければならず、耐えられるか心配です。   

何の為に支払うのかわからない。何故年齢制限を設けてまでお金を取る必要があるのか。当然  

584     の医標行為ではないのか？ヰねたい事はたくさんあるが、相談料がいるのならやめておこうと  

いうことになるのか。文事料（現診断書革も含め）にしても何故お金がいるのかわからない． 

585   治る見込みがない患者と医師との終末期医頗についての話し合いは十分な話し合いは必要と思  
いますが、相談料は要らないと思います。   

586  残された家族に負捌こならないように希望する。   

587   相談料として支払わなければ医師や看護師は動かないのか小と思う。患者という時点で、話し  
合いや入院中のケアをするのは当たり前のことではないのかと思う。   

間11後期★鈴音終末期相談支援網についてのt見   

588  受け取ることによって書任が重くなり、偽装を言った場合詐欺になる。   

589  文事で表してもらえるのは良いことだと思うが、金額によると思う。   

590   具体的な内容はよく知りませんが、医師・看護師、その他の医療従事者と経と話し合ってし  
どんな形でも、同じ報酬がもらえるとしたら、手抜きみたいなことが起きないか少し心配です。   

591   後期高齢者医療費も収入が少ない者にとってひどいと思います。ので、終末期相損料について  
も同じく反対です。収入の少ない者にとってもう少し温かい医療であって欲しいと思います。   

医師と患者が話し合いをLて、その後の療養について愚者の理解を得る為に是非行ってもらい  

592     たい支竣だと思う。患者も家族も今後の病状の変化に対処するよりどころになり、安心できる  

と思うので、支援料遼は支払われるペきである。   

593  当然だと思う。   

必ず最期は腐ることで、その時の相談話し合いに対して別料金がかかるということは反対です  

594     ね。おかしいと思います。文書にまとめて医療訴訟の対策の為に残す為ではと考えられるので  

関越をなくす意味では必要かなとも削、ます。   

595   200点が幾らかもわからず、上手に回答できす申訳ありません。今回初めてこのような中身を知  
りました。行政に縮らず、自分白身でも多くのことを理解して、深めていかねばと感じました。   

596   ケースバイケースで必ずしも最善の結果が得られるか疑問が残るが、気持ちの面で多少でも楽  
になればと思う。   

597  相談ほ・般的絶頂の内のはず。特別に枠を設けるのはおかしい。   

598  先にも謡いたが、仕事として当然の報酬である。   

599  終末期相談支援料は妥当ですが、後期高齢者という年齢区分には反対です。   

治る見込みがない状況の時、本人はもちろん、家族も不安を抱えると思いますので、医師や看  

600  稚師の親切な対応，説明はとても必要なことだと思います。兼期のガン患者を受け入れるホス  
ビスを増やして頂けるように要望します。支援料はできるだけ安価に抑えて頂けるといいと思  

います。   

60l  病気に年齢は関係ないと思う。   

602   75才になって頭脳明晰ならばそれも必要かな？医者が忙しすぎて患者とゆつくり詣－「時間がな  
いので、相談支援料なるもので患者との接点が多くなって良いかなり   

・治る見込みがないのであれば、病院ではなく田舎の自宅で療養したい等の意見（希望）もあ  

ると考えます′． ■患者の意志を尊重することは良いことだと考えます。但し、文章に残す、  

603         記訊こ伸すことは必要なのか蛭間です。医師の信頼関係の中で話し合いの範囲で良いので  

は？・また、年齢♂）設定は75歳は高すぎだとも考えます。70歳とか、65歳以上でよいので  

は？   

604   1・話し合いの内容を取りまとめ文書化する必要があるのか。お互いの値頗関係の間廠なのか。  

2．文副ヒすると相談支援料がいるのほ致し方ないと思う、   

私自身がその立毒削こなってみないとわかりませんが、弛もなりたくてそうなったわけではない  

605     のですから、家族い引こ相談することい台療等十分な理解が得られるか電）しれないし、年齢の  

制限は別としてあった方が言いように一剛、ます。  
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問＝1後期書出著終末期個劇支檀料についての意見   

∴れから、ますます若人社会となり、入院、入所できるところが少なく自分たちだけでは（蒙  
622  

族）決められない。専門の人に相談できるとすごく良い。   

623  その時になってみないと今の時点では自分がなって加、のでわからない〔   

票くないヰ）のと考えますJ7t〕才、65才の時にこの制度を利用できないので、不平感が勺ミまれて  

ト∵l  ：ると黒います、上丁、75才以トの粋がない方が良いと牌います，   

支櫻料はとても良いことですが、75歳以上に限定してしまうのは良くない。勺三括が苦しいのは  
625  

みんな緒です。   

n26  病状を家族が珊解することにより、対術を考えやすい 

治る見込みのない患い病状再生まれて死ぬまで若かろうと訪れるので、このことに関してほ後  
627  

期高齢者に開hてとするのはおかしいと考えます   

628  終末期相談となると卓）う先¢」ないのだから相談支棲料を払う必要はないように思う。   

話L合し、を持つことは良いと」門、う．ノ それに対して相鉄料が診額費の ▼粁として支払う∵セが贋  

h29       いとけりH）ないが、その支払いの年齢を75歳以トと年齢区分を決めるのIi妥、当だとはよ毒J、わ／ごいr  

それカヰ何歳が妥当なのかと問われたところで、妥当の年齢がすぐには馴、浮かてメませんが。   

630  入院その他－Pお金がかかるのに相談しただけでまたi；金が必要なのは因ります   

本来であるならば治ろ見込みがなくて‡Jその後の翻たや変化等け知る権利があり、当然のこと  

（；3l     と一瞥いますが、その内容を文動こまとめた場合、料金が発生しても致し方ないことなげりいなと  

思いま寸 
しi32  病状戊明や支援lよ治棺の首と考えろ、   

633  終末期相談け誰にで≠）起こることな〝〕で、後期高齢者を区別するのはおかしい 

113Jl  若くして末期を迎えるJ′のケアtゝ考えるべき（   

隼齢涛小畑朴ケた上で〝）相談員選科がどうして設定されるのか、わからない，後期高齢層といわ  
（；：i5  

れる人のみというのはとうしてか   
75才以上に限定すべきでほないと．甲▲います1とは言うむのの、句1除区分を設けないとしトナない  

l6。6     と鮎、ます〔ノ私としてト1bO才以トであれば終来期を迎えている愚者を対象としてら良いのでは  
と考えます 
75歳以トな仁j尚更本人と家族、介諾者にそれらを行うことは、当たり前と考えます（、そ「に支援  

6：17  

料と名の付いた料金が龍′卜するのトi、とても不思議なことと考えます 

†i：ミ汚  医師と患者が話L合いを行うことは、一当たり前軋こと。相談料が支払われるのは、鉦うゝしい。   

6：19  その時点にな仁｝／ハ、とわか‘て）／～い√   

h′川  後期高齢を終よ期柑狭長凄拙ニ／ついて知ら／よか／⊃た   

トー   

1失脚某隙か〔）支払オ∫れるL∴ j∴りiしユノーか才．1憩いますり：吏lノ■r．患者さんか 珊風車凋む一）  

†、く12       て州也です．，俣糠ミ、ス等カニ起：ろ畔し 色ノ√相談してで蕃にしてJ；く二とに良し、二とだ！一Il】う   を軍t∫た7）うと。埜！ご1  l   定・州寺吼点数琴丘偲療従事者に割いてもらう為 その削Rを払うの‡i閲腐′ゞし、と酎1′ 佃   し、句ニ齢に関わ［ノず、終末期となろ唐者ほいる那P、そゾ）⊥うな人〃ノ章一娠に中二／つとFべ様ノ）支餞  
が、それに対し∴TJ）押斜．川上に支払ゴ′′よ〈て良いノ〕■では互いですか。   

GO6  国民年金等での支払が可能／£範囲なら良いと思う。   

川～支援料がヰ入されたこと1i丸川ませんでした‖治礫を受りていろのに女朋粒を女骨J巧H  

607     れげ、何†J教えられないということですか？相談しないと治療ヰ．才ニ7Jそかにされそうし鵬手に  

死ぬのを持てということり   
間11後期ホ齢者終末期相談支穫料についての意見  
相談の為に医師や看護師に時間を空けて用巨こ浩ですか〔ノ、和露紆十王t支払寸心るノこきでJl・」上り  

ホOR  

点は裂かな‘7   

6（伯   

的だったらどんなhのかとノ甲います   

61r）  q＝齢を75才以トと区分する∴とi士変な気がします   

今後のことで不安が多いと．町う   

61：三  むゃみに延命するよりは良いと．せユつ 
75歳以上でト1なく、全ての人を対穀に】．た方が良いと思う若い人ほど家庭げにとや金金蔓忘盲「  

√、   

613   

う必要はないと思います、∫   

何故75歳以1▲対象なのかがわかJJない、軋、柄気、治る紀込みかない状況の話Lか∴仁軒紅  
61′】  するなら、尊厳死ヰ）謎めたぃでグ）後期高齢者来期相談支援料な「）納得できます 

最近り 人暮らしの若人が増加し、子供t，道くに住んでい／こいケ・スが多く、末期の耶j＝こと  
615  

′．ては心のケアーを含めて∴相談支援は不・可欠であると県う。   

終末期真跡i勺1齢に関わらす、一言」じだと．ll†】、う∩ 隼齢によって支援料び藩がサニじる♂）は納得でき  
6】〔i  

ない 

だとノ▼さj、・＝汀で、改めて史授料を吏だ、      ノ  
話し合えばいいのでほなし、でしょうか∪ ただ、話し合し、げ閥がt）たナlることで、【一】分が終末潤  

6】7   

に話し介ったのなF）相談料が瑞牛すろ♂）ほ化ナノのない二とか¢，しれなし、た′∴医療職！雀】ほ終  

末期の人全てに機械的に行いそうな気がす乙   
専門的な情報を有料で提†箕すろことは主だ【1ノ本文化には馴染まないかゎしれ／亡いが、時間と’で  

6＝i  

力がかかることなので、ft方がない   

あること【鯛IrJなか／）たです（∴吏だその牛丼齢）にな／」てい／ごい（／で、深く考－えた∴がち  

619  ■  

医学か全くわからない払風こと・∴て後期高齢畜終末期仰妓セい／〕てヰ・牌者も￥樵ヰノ附1！上、腹培  

620     従♯者に徒・‾）しかないと。㌧ L、本当にそ√〉－料r族と愚者ノノ気持ナ〉：二1■′〉てできろか上．1！いま」  終末期にその後のん針等を、本人、家族、医療関係者等が話し合うことを希望する人′1ル、た－・       だと知／．てしまうノ）ほ怖いような∪ でも、知りたい－Lうな気がする．、本当に人1け二仁を「鱒  
二の制度がただげ）制ノ堅で終才）つて欲しくなし、’丁－す（丈軒二顆すた－り’律ほ叫d巧い什㌻∴   

7い乱以上に捗り、「i」負押が1ここ・ヒ・いう∴∴ヤのでしユ′）か？だと たL－∴ 対象者小熱が牛粧  

1ソ上にF膵すろ肯嫌がわA、りてせハ  62】       れにHて、か／仁り′レたいと人事プ，わオ1るリーでくl齢i二l別系なく【‘†J李け’与■ナ■′二して飲」・、で」75莱  」   

ll∵・  

間11後期高齢者終末期相隣支緩料についての意見   各病院の付加サービスとしてし一）かり、料金設定して行うみ向で進めてい叫Lf射、け）てはりり  
ii（i7     と上1ナ、い烹す。し／〉カ、りと知識、覚悟を貪一持ちの後胤葛齢者にに、不撃なのでは？ないでしょう  

か‘7   

75歳以仁で末期だといわれた人に負担をし7，といニ〉のは、どうなのでし上うか、 死を血前に  
糾沌  して「お金」と言フ′のト1∴哀族げ1気持ちを考えると心が痛む剛、です「 

円      ‖   
－、。9  
∃   

後期高齢者という言葉も間断だし∴たして終末期という言薫け／′ヨソクです 隼齢に関係たく  
．ミ7。 川  

榊蹟支援を行い支援料を支払えばいし、と。勘、ます 

′ノ  「  今まで生懸命の勤めてきた人にとってけ、支援料とかの料金圭で考えさせられるのけ酷だと  ≒Ii71   
黒います 
終末期の患者が診療に対して医師と話しノ合いを持ち、それを文書としノ丁まと才）ている∴とにほ  

1 li72     おおむわ同意できます。しかし、万人がその機会を閤ていろわりでにない以ヒ、公的機関上り  
ーノ川i費が妥当であるのかけ、人きな疑問であると考えます。   

lう73  高齢者に限るペきではないと居い焦すい   

200たとは、具体的に料金とし．ての実感がない。・部負担（対象者）Flどのくらいになるのか、  
674  イ明であり、アンケートに答えにくい面があると居います．】   

私自身がただ30代なので、今ピンときません。75才以卜の方なら、杓吏わかりづらし、ような  
n75  気がL去す′また導入さオ1ノることすら知らない方寸〉いるのでは？   

支払うのほ当然予／と鰻、う、、史二番等り）作供をお顔し、したのだから、相談料としノて 都支払‾）のは  
†i76  

1然だと思う「   

治る見込みがない場合、心J）ケア∵が・番犬切になってくると酎、ます医師や看護師との詣  

（i77     し．斜、の申で、気持f，が酎）れる部分が大きいと．腎います′それに対して、診確報酬が発乍二す  

るのほ、当然のことと思います 

678  納得のいく話し斜、ができるなら、払っても良いと思う＞   

情報に感謝します。認耗不足故に美し、当たり倉見は酬、つきません√、しかし、いつか親族に起  
679  

ニり縛ることと思いますレ）で、た■】分の考えを考膚したいと観いますv   

治擦して阜ノ粗旨味だから、死を調べとし、う方向へ考えを家族や患者本人に植え付けるのは良く  
6月0  

ない 
退隋をした篠の1澗が 愛した後、少しでヰ）負担を減らすことができ、な心」て最後まで相談  

68】  をすることができるのil望ましいr75才という点では、70才‘が望ましい，   

算定け1【［吋）み、話し合いは何磯でt，変更・】r能ということだし、急変の対尉こも応じてくれる  
（消2  

とし、うことなので、賛成です。   

頼り  高齢者が贈り口し．ている税（L後胤tラi齢古来期相談支援料は当然†fわれるべきlつと思います。   

む阻村を支払わなくてほ和談でき／ごいのけ、どうかとh思うが、自分が利用するかト！その時点  

になト巧い十トかL－ノ亡い   

田＝t 後期ホ齢看終末期相談支檀料についての意見  

1143  隼齢府ことに′）いてl主再考を・附いますが、と戊拙主Ilj然ナでとノー・！トていミす ＿W【」   
6・‖  支援料を支払うことで患者が相談しやすく′Jうノ）で11とi一筆い王†  ，   

h45  金額に⊥りjすが、多少なら酬紬ノてもいい伸  

話しノ合いほカルテに】ムづいて旨′と∴と仏者の話し合いであるから、失桝丁為の部で有」！ト†董／J  

桐6  て誇榔帥ろぺき  

647  支援料という表郷i好ましくない 「後期高齢者終末期厘糠柚酎斗」でⅠい   

（1硝  

1                             引  

相談に対十る知醜の射きりJ、時間を糾、ている折で、そ丁に津川が発生寸かハほ住ん∴いと・一一－ブ  
649     う 必要がない人は細説しないと糟うのて．必習と．腎う人がJj金を払／〕てでh文裔を杓したい  

等摘望すると即ので、当たり前と酎  ⊆   

650  75歳で［≠リJることがゴミかい、「和談支援糾そし／）ヰ．のヰ，l記♂〕凍n（業務の 環）jiかしい 1   
li51  謎漁がなかった為改めて勉強をしてみたいです  

1   

652   合し、された人にほやけり時間キ割いて相談された方々加）で、史凄柵i支払って欲し′し、   

iにl，書きました⊥うに、何故この掛こ†ご′ノてお金を取ろことばかり考えろJ）ですか 払ほ了  

653  ん／亡制／彗Tにガソカリです．ノ「東棟保険からやy）させてもど」いたいです 

柵淡料を払うのii何だか経済的に食中！が．多）／′て嫌だが〔アナ；療費にお射てかかる為）、1L】i限りで  

655  †姉貴b相憾できるげ）なら良いのでけ・といJトうしかし負貯ま余隠こよる 軌、病気などで治る見込みがか榊と′亡．′た時、充分に家族、紺や看護帥が1柚子J「                 ‖           、  654  t，うすぐ（あと2隼で）75才になります‘‘碓湖南齢古一終来期仰談支横料mほ取√）オ1十くない     、   
後期高齢蔚挺斬り渡そのヰ）のに反甘である何故75歳1、1Lと・トろけか？制度そのLJヰ札止∴  

G5（i                         ていただき・机一、し∵人・との花道が飾れる上ニ）にして欲Lい死んでし、く人間に対†ノて節た斯j  

棚支鮒捕ろなんてことトtレノてのほカ▲廿呪う  ＿」   
657  相談料にあ／）てらし、いと。呪うが、金額に書い15 

終来期はその人の最期のて†二きぎまで、t、／－とそ）人りけ州であいそ八を弛んされう【ケニ㈲凋横車J】  
ハ5月  

経剣そのヰ．のですので、相即斗Lr一女払いはl当然と酎、ます 】   
慰し、病気やア吾る見込みが烏い状況に七：つて、そ（吊吏（7凋ごLんを心配するのけ拝も齢有［、り卓）ア＝j  

徴的なこしと疇」あると思う♂）て甘いことだと侶が  

6（iO  今舶に細ヒが進帖医柵那瑚紺摘で患’り∴■‾）し′こ利根必削∴早’ （i5リ     fト削川だと上り，う♂）で、守針二分は亡・削いと粗い絆しかL、モrしり相談者対穀7す－，r・ト    」    ‥⊥－－－1  創引  仕れがわいですわ 
、碓念だl仁ヒ   

（う（i2  支援するのlまいいが、保険料が卜がそJ〕でl、t／亡いかと心配です   

カウンセラーーげ欄と■・机上うなもげけこ：と■サJ、うが、楽や施術でl！ノごい‾十、〃〕報酬11小繋たとぺ  

ぇる（矧二l小甘の組込ヰ訂托し一畳合にこナノ言j〔減がLり人サ・1  6（i3                〔1（i4  ど刷、こて′≠，起二．ノニ′、－り二雄∴ゾ）－7、叶僻十川い・ノ′∴こ†亘り∵∵圧 L、－け1   
l汀バ  j・   
n〔i（）  ・隼酢区分が†即観でに／こいか ・種瑚ト木酢打与■7う鳥篭とr‘人的ミ÷ノ）／イlてて／ごL、ノノこ1ii   

＿114．   －】1ト  



冊11後鋼萬■肴繊末期佃朋支攫■についての意見   

現在、医師不足がテレビの画面をにぎわしている。嫌な言葉だが、態者のたらい廻し等、平和  

685  に生を終わりたいと願っている者にとって次々とイこ安な情報が耳に飛び込み、精神的な圧力  

を感じている。生まれてくる新しい生命にとっても消えていく後期高齢者にとっても平等に不  

安のない社会になって欲しいと切に念じている。   

68（ミ   
柄院側の一方的な押し付けでなく、患者、家族側としては相秩、話し合いができることは良い  

ことです。   

687  終末期相談支援料というのが何故75才以上の後期高齢者のみに必要かわからない．   

688  いらん！！おかしい   

689  国に負搾して頂きたいです。家族や子供に負揮をかけたくないです。   

どうして後期高齢層のみを対象とするのでしょうか？泊る見込みがないと宣告される人は後期  

6gO  の方ばかりではありません。むしろ若い人連の方が深刻な悩みや不安を抱えているのではない  

でしょうか。また、相談支援料の算定は必要なしと思います。算定の項目を増やす必摩がある  

のでしょうか。診療内に日々少しずつ鋭明指導を行うようにすれげいいと恩います。   

691  終末期に関する話し合いも医療であると考えられるのなら、支援料が支払われても良いと思う。   

692   医師は患者の病状を見て家族に詣しをするのは当たり前のことと思います。その為の料金を支  

払うのは妥当ではないと思います。   

693  相談（話し合い）は充分にしていいと思うが、お金の負担はなくてい、いと思う。   

694  生活や病状に応じて多少はやむを得ない。   

695   
高齢者より若いうちにガンなどで終末期を迎える人の方がもっと相談の必要があるような気が  
します．   

お金がない人は、この後期高齢者末期相談支援料が受けられないということになるが、その辺  

696     の差別が出ると思う。病院のベッド数や医師の人数や柄院維持の間幽があるが、もっと増やし  

て欲しい．この先病人も家族も不安がある。   

医師等も業として行うので、支援料が支払われるのは、当然と思う。患者等の立場とすれば無  

697     償の相秩捏しづらいものはないと思う。医師は報酬を受け取るのだから、気の済むまで相談が  

できるようになると思う。   

698   治る見込みがない状況であっても本人が希望する限り命ある限り延命措置をした方がいいと思  
つ。   

（；g∈〉   話し合いは絶対に必要なのになんでお金が終心のか？その相談を受けるのも形にするのも医者  

の義胤 何でもお金とくっつけるから不正等が増える。病院に勤めていたから知っている。   

700   終末期の迎え方を家僕と本人 医療提供者が共有することは有意義で、ムダな延命治療が減る  

と思われる。しかし、年齢区分の必要はないと思う。   

7（〉1   現代のニーズに合わせた考え方なのでしょうか。自分の行動を他人のせいにする等、人間性が  

問われる漬頃、必要なのかな～？   

巾11後期高♯手絡末期相横支攫料についての憲1   

生物は必ず死を迎えますが、何故日本の後期高齢者の終末期にだり相談支援料を支払うのか、  

71）2  この画期的な考えに変な愚図を感じます。そもそも重い病気にかかった場合、治療に一〕いて柵  

談したり鋭明したりするのは患者の年齢の上って区別すべきものではない若です。支払うなら  

・律に何度でも。   

70：！  患者、家族に良い結果になれば甘一成。   

704   
今ほ充分とは言えない年金だけで、過ごしているので、そんなに‡；食も払えない。子供達も苦  

しい生活の【Pお金を出すのは大変だと思う。国が相続支援料を出してもらったらと思う。   

治横行為は患者と医師等との共同作業であり、それについて話し合いを行うのは当然のことで  

705     ある。これは、千本的に病気の重さ及び患者の年齢に関わることではないと考えるので、支援  

料lt必要なものである。但し、その点数に検討の余地あり。   

70（i  診療費用一部負杓→負担率次第と考える。   

番間麒なのは、医師、看護師、医療従事者がどれ程の人間であるのか。人生経験、他人を思  

いやれる心、様々なものを十分理解できる人が理想であって、学歴、社会的立場が上の人間と  

707   
いうことは全く関係ないのであって、本当に患者の身になって相談できる人であることが望ま  

れると思います，医療従事者に関係なく選ばれた人との相談であるなら相談支援料を支払うこ  

とに1）いては♯成します。ただし、患者本人が相談を希望すればですが。内容が求めている方  

向からずれてしまったかもしれません、すいません。   

708  相薮支援料は報酬としてはまずい、200点は廃止すべき。   

709   話し合いや文書等の提供等は、治療、医療の一環だと考えます。なので、相談料を支払うとい  

う考え方がわからない。   

710   医師や看護師、その他の医療従事者が患者及びその家族と共に理解を得る為に話し合いを行う  

ことは、文書等にまとめて提供するとしても何もかも金というのは淋しい心だと思いますむ   

年齢区分しない末期相談支援料が良い。人は75才以上生きられるとは限らない。   

712   
賽際にその時になってみないとよくわからないが、充分な相談をした上で、適切な告が出せる  

ならば、t）ちろん費用を支払っても良いと思う。現実には難しいとは思いますが。   

7Ⅰ3   お金のある人はいいけれど、重い病気で治る見込みがない状況なら私なら後者終末期相談支援  

相鉄なんていらない。   

714   初めて聞く言葉でした。年齢に関係なく曳たい病気になる人達、子供等も屠るので、限定しな  

くても良いのかと思います。   

715   支援料が支払うことのできる後期高齢者はいいけれども、支払う能力のない高齢者と家族は希  

望していてもどうなるのかと考えます。   

かけがえのない・人一人を大切にする意味で、相談する方にも相談される方にt，、後期終末期  

71（ち     和談支援料は必要だと思う。そして、間9にあるように年齢により対象者を決めるペきでない  

と思う。   

717   後期高齢者終末期相談支援料があるなんて机めて知りました。75歳以上になると、お金がない  

と生きていくのが難しくなるのですね。   

718  後期高齢者と限定しないカがいいと恩います。   

一I15．  

間11後期高齢者終末期相談支檀料についての意見   

719   
内容としては良いことであると思うが、医療費の一部負掛こついては低所得者への配慮が必要  

ではないかと思うn   

720  失礼ではないだろうか。   

721   年齢区分が設けられていることの意味が見出せない。なぜこのようになったのか経緯を知りた  
い。   

722   

終末期相磯支援料としての考え方や内容については賛成できるが、凍結されている現在政治家  

レペ′レでの議論ではなく、国民レペ／レでの濃輸が必要だと思う（議論すべきである）。   

実際に診療したのではなく相談というのはあい蓋いであるが、医師によって質がかわってしま  

723     うと支援料の基準公平性がなくなると思われる。相談内容をきちんと国に報拝するシステムを  

作るといいのでは。   

724  医療間係着の方々の時間を割いていただくので、当たり前のことです。   

725   

75才の平にこだわらす自分の病気のことは知っておきたい。自分のことは自分の体の動けるう  

ちに知っていたいし身近の整理もしたいしそれとなく皆にお別れもしたい。   

726  当然のことと思います。   

・後期高齢者と謳ってありますが、現在75才以下の力も治る見込みのない重い病気にかかって  

727     いる方が多いのではないでしょうか。   

728   

・年齢制限があるのも今一つ考えもの。話し合いの度合いもあると思いますが、医師や看護婦  

がそれだけ対応してくれるかも間堵があるのでは・・・。   

72g  金額にしていくらぐらいなんでし上うか？   

7：10  後期高齢終末期相談支援料は、希望者のみにして欲しい。   

73l  患者家族に負担がかかるのがやむをえない。   

732  特に後期高齢者に限定するのはなく、癌で終末期を迎えた人に必要であると考える。   

733  年齢を設定するのに異論を考える。   

734  終末期は年齢を関わず、同じように安心して相談していただけるように希望します。   

735  医師・看護師にも十分な勉強とその家族に対する親切・優しさの対応を求めます。   

736   良いことだと思います。末期相鉄は遠慮がちな人と積極的な人と差ができるので、皆に相談し  
てくれるのは良いことだと患います。   

73丁  後期高齢者の為になるのであれば、いいと思う。   

738   

前期・後期という区分こそが不帰のヰ，とである。この言葉が格差に結びつくように患う∪年齢  

区分はする必碧はないと思う。   

739  75歳以上の方を対象とする根拠がわかりません。   

740   

患者や患者の家族の立場になったことを考えると文事で残してbらえることは良いことだと思  

うし、その際お金がかかったり動いたりすることは仕方ないことだと思う。   

74l   

なんとも言えないが、支援料があるからやるみたいな感じで、冷たい気がしてあまり♯成がで  

きない■、   

742   年金のみや年金のない高齢者より、お金を払うことはかなりムリがあると思いますが、75歳と  
いう年齢にはかなり不満があります。  

間11撞期高♯有終兼期相談支檀料についての意見   

後期高齢者終末期相談員援料が導入されたことは知りませんでした。導入される前でも話し合  

743     いとか相談とかはあったと思いますが、i割こ支援料が導入されると今まで話し合いや相扱がさ  

れたことでbお金を払わないということでなくなるのでは‥・と思います。   

744  じっくり話し合い納得できれば相談料としていいのではないか。   

745   
なぜ高齢者に限定なのか、全く理解できない．重い病気にかかった時に困るのはむしろ今現在  

子育て中の親世代。   

746   終末期医療の問題は、75才以上という区切りではなく年齢に関係なく経でも相談対応するもの  

である。意鍼のしっかりした来期息着は希望すれば全員対象とすべきである。   

747  無駄な治療は本人も苦しむだろうから、納得できる説明で良いと患う。   

748  あまりよくわからない。   

なぜ後期高齢者に限るのですか？若くして終末期になられた方々にはどのような対応をするの  

7d9     か、そしてそれは相萩支援料をとるようになっているのですか？とるなら（医師の時間をとる  

のだから）料金を払っても良いと思うが、これは年齢には全く関係ないと思う。   

750   終末期といって75歳以上の年齢区分をするのでなく、重い病気や治る見込みがない患者は年齢  

関係ない、終末期（余命6ケ月）などと判断するのも難しいのでは。   

7Sl  このようなことは無料で処理きれるペき。   

752   金額はどのくらいかかるのかわかりませんが、皆平等に誰でも相談した方が良いと思います。  

それには支払われることは好ましくない。   

753   家族が十分と思える説明をしていただけるのか不安です。医師・看護師すべて医療に関わる力  

は忙しいです。そんな中時間を作っていただけるのか不安です。   

754  なぜ75歳なのかがわからない。   

755  相鉄料というのが不明。なぜ金がかかるのか。それも仕事の一つなのに。   

756  その場にならないとわからない。   

757  それを専門とする人が存在するのであれば、支援料についてはある程度はやむをえないと思う。   

T58  年齢区分が妥当かは疑問である。   

759  医療に係わる人を増やす為には良いと思う。   

760   この仕事をやれは、医穣従事者には実際に負担が増えるのだから、その分の輔慣は必要である。  

医者の仕事の一一環と決め付けるのは酷である。   

名前しか聞いたことがなかった。初めて内容を知った。自分は終末欄ではないが普段治療を受  

761     けていると、今の状態、これからなる状況・治療法など自分が理解して説明をしっかり受けて、  

というのはありがたいし必要だと思う。   

病弱で妻子がなく、人暮らしをしている00代後半の弟がいる。終末期は私が腱在であれば面  

倒をみるつもりだし、私が先に逝った時は子供たちに託すつもりでいる。「延命治療は望まな  

7（】2        いJということ以外は聞いていない。他聞いておきたいことはあるが姉弟でも遠慮がある。第  

三者（医硬関係者）を介して闘いてもらえれば明解が得られると思う。従って相談料は当然だ  

と思う匂   

．11g＿   




